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第 1 章 計画策定にあたって 

 

１．計画策定の背景 
我が国の 65歳以上の高齢者（以下「高齢者」といいます。）人口は、昭和 25年（1950

年）以降、一貫して増加し、平成 24年（2012年）に 3,000万人を超えています。令和

元年（2019年）10 月の推計では 3,588万５千人と、前年と比較すると 30万 7千人の増

加となっています。この結果、総人口に占める高齢者人口の割合は 28.4％となり過去

最高となっています。この総人口を年齢階級別にみると、70歳以上人口は 2,717万 6 千

人（総人口の 21.5％）で、前年と比較すると、96 万 7 千人増となりました。これは、

いわゆる「団塊の世代」（昭和 22年（1947 年）～昭和 24年（1949 年）生まれ）が平成

29 年（2017 年）から 70 歳を迎え始めたことなどによるものです。平均寿命をみると、

2010年（平成 22年）は男性 79.55歳、女性 86.30歳であったものが、2019年（令和元

年）は男性が 81.41 歳、女性が 87.45 歳で、ともに過去最高を更新しているところで

す。 

このような急速に進展する高齢化に対応していくため、平成 12年（2000年）に介護

保険制度がスタートしました。この制度は高齢者等の介護を社会全体で支え合う仕組み

として定着しています。今後、「団塊の世代」が 75歳以上の後期高齢者となっていく令

和７年（2025年）に向けて、介護を必要とする高齢者の増加や認知症高齢者の増加が予

想されており、高齢者の介護保険サービスや各種福祉サービスに対するニーズは、ます

ます増大すると考えられます。 

本町においても、高齢者が住み慣れた地域で、自立した日常生活を営むことができる

よう、地域包括ケアの視点からサービス提供体制の基盤整備に取り組み、第６期（平成

27年度～平成 29年度）においては、住民主体の取り組みを含めた多様なサービスの提

供体制の構築を図り、高齢者福祉施策のさらなる推進と介護保険制度の円滑な運営を推

進してきました。 

前計画である第７期計画では、これまで行ってきた取り組みをさらに深化・推進して

いくことを目的として、地域共生社会を実現するという観点から、世代や分野を超えた

「地域」や関係機関等との「連携強化」の推進など、地域包括ケアシステムのさらなる

充実を図るための中長期的な視点に立った施策の展開を行ってきました。しかしながら、

令和７年（2025年）に「団塊の世代」が後期高齢者となる時期には、本町においても何

らかの対応策を講じない限り要介護認定者が大幅に増加することが予測されます。その

ため、町、事業者、医療及び福祉関係等の専門機関、地域が手を取り合い、地域の特性

を最大限にいかしながらあらゆるニーズに対応するため、これまで以上の多様なサービ

スや活動等を展開する必要があります。 

このような状況を踏まえ、本町がこれまで取り組んできた地域包括ケアシステムの構

築をはじめとする施策や、地域とのつながりをさらに強化し、地域の住民の方や関係機

関等とより連携しながら各種施策を進めていくことを目的とした「新上五島町老人福祉
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計画及び第８期介護保険事業計画」（以下「本計画」といいます）を策定することとし

ます。 

 

２．計画の位置づけ 

（１）計画の性格・法的位置づけ 

「老人福祉計画」 

老人福祉法第 20 条の 8 に基づき、介護保険サービスとそれ以外の高齢者福祉サービスの供給

体制の確保に向けた計画です。また、「老人福祉計画」はすべての高齢者を対象とした高齢者

福祉事業の総合的な計画で、その性格上、「介護保険事業計画」を包含するものであり、介護

保険事業とその他の高齢者福祉事業を総合的な視点に立って体系化するものです。 

「介護保険事業計画」 

介護保険法第 117 条第１項に基づき、介護保険の対象となる要介護者等の人数、介護保険給付

サービスの種類ごとの量の見込みや見込み量の確保の方策等、制度の円滑な実施に向けた取り

組み内容を定めるための事業計画と位置づけられています。 

「老人福祉計画」と「介護保険事業計画」 

「老人福祉計画」と「介護保険事業計画」は密接な関係を持った計画であり、老人福祉法第 20

条の 8 第 7 項で、一体のものとして策定することが定められています。本町においては、「老

人福祉計画及び介護保険事業計画」として、両計画を一体化して策定します。 

（２）他の計画との関係 

新上五島町老人福祉計画及び第８期介護保険事業計画は、高齢者の保健・医療・福

祉に関する町の役割・目標を示す行政計画であり、上位の計画である町総合計画、

県・国の計画との整合性を図るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▋新上五島町まち・ひと・しごと創生総合戦略

▋地域の高齢者全体の係る施策展開
▋保健福祉サービスの目標設定 ▋新上五島町地域福祉計画

▋新上五島町保健事業実施計画（データヘルス計画）
▋新上五島町健康づくり計画
▋新上五島町障害者福祉計画

▋地域包括ケアシステムの深化・推進 ▋新上五島町子ども・子育て支援事業計画
▋要支援・要介護高齢者等に係る施策展開 ▋新上五島町地域防災計画書
▋介護保険対象サービス等の整備 ▋新上五島町公共施設等総合管理計画
▋介護保険事業量等の見込み等

▋推進基盤・推進体制

など

新上五島町第2次総合計画【平成27～令和6年度】

新上五島町老人福祉計画

第8期介護保険事業計画

関連計画

国の策定方針

長崎県老人福祉計画・

長崎県介護保険事業支援計画

長崎県地域医療構想

地域共生社会の実現
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３．計画の期間 
 

計画の期間は、令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）の３年間です。 

 

 

 

本計画は、団塊の世代が後期高齢者となる令和７年（2025年）に備えた体制づくりを

進めるとともに、現役世代が急減する令和 22年（2040年）を見据え、これまでの計画

で構築してきた地域包括ケアシステムを深化・推進することを目的としたものです。ま

た、中長期的な視点で施策の展開を図りつつ、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化

防止に向けた取り組み等を深化・推進していくための計画となります。 

 

 

４．計画策定体制及び策定後の点検体制 

（１）計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、関係団体及び住民代表からなる「介護保険運営協議会」

（以下「運営協議会」という。）及び計画担当者や関係職員からなるワーキング会議を

設置し、計画策定を行いました。 

なお運営協議会においては、制度に対する十分な理解を深めながら、事務局（含むワ

ーキング会議）で作成した原案を吟味し、運営協議会として各種提案を行い、住民参加

による計画策定に努めました。 

  

計画の期間

団塊の世代が75歳に

第5期

計画

H24～
H26

第6期

計画

H27～
H29

第8期

計画

R3～R5
(2021

～

2023）

第7期

計画

H30～R2

(2018～

2020)

第9期

計画

R6～R8

(2024～

2026)

2025年・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備

団塊の世代が65歳に

地域包括ケアシステムの深化・推進

第14期

計画

R21～R23

(2039～

2041)

現役世代が急減
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（２）運営協議会以外の策定方法 

① アンケート調査による現状の把握 

一般高齢者や要介護認定者、その介護者の状況やニーズを把握するために、以下の

調査を実施しました。 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

・在宅介護実態調査 

・在宅生活改善調査等 

 

② 「地域包括ケア見える化システム」を活用した地域分析 

国が県や市町村における介護保険事業計画等の策定・実行を総合的に支援するため

に構築した「地域包括ケア見える化システム」を活用し、地域間比較等による現状分

析を行いました。 

 

③ 施策に関する現状及び課題の整理 

本町の高齢者福祉及び介護予防等の課題について、庁内関連部署を中心に情報を収

集し、本町の高齢者福祉及び介護予防等の課題並びに今後の取り組み方針を整理しま

した。 

 

④ 保険者機能強化推進交付金・介護保険者努力支援交付金にかかる評価指標

の活用 

計画策定にあたっては、「保険者機能強化推進交付金・介護保険者努力支援交付金に

かかる評価指標」に沿って、さまざまな取り組みの達成状況を評価できるよう客観的な

指標を設定するとともに、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取り組みを盛り込

みました。 

 

⑤ パブリックコメントの実施 

計画（案）に対する住民の意見を募集するために、パブリックコメントを行いまし

た。（募集期間 令和３年１月８日（金）～令和３年１月２９日（金）） 

 

（３）計画の進行管理及び保険者機能の強化に向けた体制等の構築 

本計画の進行管理については、計画の進捗状況等の点検・評価を行うとともに、策定

委員会に対して、計画の進捗状況等の報告を行い、計画の推進に関する意見等を求め、

その後の計画の推進に反映させていきます。計画の進捗状況等の点検・評価は、以下の

方法で行います。 
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① 地域包括ケア「見える化」システムの活用 

地域包括ケア「見える化」システムを活用して、他の保険者と比較する等、本町の介

護保険事業の特徴を把握した上で、ホームページによる周知を行い、住民や関係者と共

通理解を得られるようにします。 

 

② 給付実績等の定期的な点検による計画値と実績値の乖離状況の考察 

認定者数、受給者数、サービスの種類別の給付実績を定期的にモニタリング（点検）

し、計画値と実績値との乖離状況とその要因を考察するとともに、その結果を運営協議

会で公表します。 
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第 ２ 章 高齢化の現状と介護サービス等の状況 

 

１．高齢化の現状 

（１）高齢者人口の推移 

平成 25 年度から令和元年度までの住民基本台帳人口の推移をみると、総人口は減少

の一途をたどっています。このうち高齢者人口（65歳以上）は、令和元年度（１月１日

現在）で 7,738人となり、高齢化率（総人口に占める高齢者人口の割合）は、41.6％と

なっています。平成 25 年度と比較すると、高齢者人口は 151 人増、高齢化率は 6.5 ポ

イント増となっています。 

65 歳以上の高齢者を、前期高齢者（65～74 歳）と後期高齢者（75 歳以上）に分け、

割合の変化をみると、平成 25年度から令和元年度までは前期高齢者が 42.0％～44.8％、

後期高齢者が 58.0％～55.2％と推移しており、前期高齢者の割合がやや増加していま

す。 

3,187 3,231 3,267 3,267 3,376 3,407 3,467

4,400 4,372 4,386 4,444 4,370 4,312 4,271

7,587 7,603 7,653 7,711 7,746 7,719 7,738

21,609
21,145

20,562
20,142

19,390
18,969

18,595

42.0% 42.5% 42.7% 42.4%
43.6% 44.1% 44.8%

58.0% 57.5% 57.3% 57.6%
56.4%

55.9% 55.2%

35.1%
36.0%

37.2% 38.3%
39.9% 40.7%

41.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

（人）

高齢者人口の推移

前期高齢者 後期高齢者 総人口 前期高齢者の割合 後期高齢者の割合 高齢化率

高齢者人口に占める後期高齢者（75歳以上）の割合

高齢者人口に占める前期高齢者（65-74歳）の割合

総人口に占める高齢者（65歳以上）の割合

総人口
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（２）将来推計人口と高齢化率の推計 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2020～2045 年－平成

30 年推計、平成 27 年国勢調査結果を基にコーホート要因法を用いて推計）によると、

高齢者人口（65 歳以上）は年々増加し、令和 7 年（2025 年）には高齢者数 7,280 人、

高齢化率は 48.5％になると予測され、要支援・要介護者になる人の割合が高い 75歳以

上の後期高齢者数が 65 歳以上 74 歳以下の前期高齢者数を 820 人上回る推計となって

います。 

一方、15歳から 64歳までの生産年齢人口は、平成 27年（2015 年）の 10,214人から

令和 22年（2040年）には 3,171人に激減すると推計されています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

凡例

2015年
(H27)

2020年
(R2)

2025年
(R7)

2030年
(R12)

2035年
(R17)

2040年
(R22)

2045年
(R27)

※2015年（H27）は年齢不詳を除く国勢調査結果

0歳～14歳

2,053 

1,542 

1,176 

898 

682 

515 

385 

15～64歳

10,214 

8,288 

6,561 

5,212 

4,113 

3,171 

2,440 

65～74歳

3,173 

3,408 

3,230 

2,744 

2,225 

1,863 

1,527 

75歳以上

4,244 

4,040 

4,050 

4,111 

4,063 

3,774 

3,333 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000

将来推計人口（参考）

19,684

17,278

15,017

12,965

11,083

9,323

7,685

（人）
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（３）高齢世帯の状況 

一般的に、要介護状態になり始めて家族がいない場合は、家族がいる場合と比べて介

護保険を利用する可能性が高いとされています。比較３市町の高齢独居世帯の割合を比

較すると、本町は五島市よりやや低く松浦市よりもやや高くなっています。高齢夫婦世

帯の割合は３市町の中で本町が最も高くなっています。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢独居世帯の割合

項目名 全国 長崎県 新上五島町 五島市 松浦市

高齢独居世帯の割合（%） 11.1 13.2 19.7 20.9 15.0

高齢独居世帯数（世帯） 5,927,685 73,610 1,762 3,623 1,345

総世帯数（世帯） 53,331,788 558,380 8,961 17,328 8,967

※時点：平成27年(2015年)

※出典：総務省「国勢調査」

高齢夫婦世帯の割合

項目名 全国 長崎県 新上五島町 五島市 松浦市

高齢夫婦世帯の割合（%） 9.8 11.1 14.5 13.7 10.8

高齢夫婦世帯数（世帯） 5,247,935 61,760 1,298 2,368 970

総世帯数（世帯） 53,331,788 558,380 8,961 17,328 8,967

※時点：平成27年(2015年)

※出典：総務省「国勢調査」
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２．要介護認定者の現状 
 

（１）要介護（要支援）認定者数の推移  

第１号被保険者の要介護（要支援）認定者数は、令和元年度末現在で 1,590人、認定

率（第１号被保険者に占める認定者数）20.6％となっています。認定者数は平成 25 年

度から同 29 年度まで 1,600 人台で推移してきましたが、平成 30 年度以降は 1,500 人

台となっており、認定率も 21％台から、平成 30年度以降は 20％台にやや下降していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報

※数値は、各年度末（3月31日現在）

241 239 240 246 212 202 207 

187 172 153 155 172 188 175 

375 375 367 373 372 345 309 

294 347 330 315 
275 267 307 

236 236 253 271 
275 269 237 

151 151 165 170 
178 174 226 

122 112 117 115 136 
133 129 

1,606 1,632 1,625 1,645 1,620 1,578 1,590 

21.2% 21.5% 21.2% 21.3% 21.3%
20.6% 20.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

（人）

要介護度別認定者数及び認定率の推移（第1号被保険者）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５ 認定率
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（２）要介護度別認定者割合の推移  

令和元年度末現在の第１号被保険者の要介護度別の認定者割合をみると、軽度（要支

援１～要介護２）の認定者が 62.7％で、中・重度（要介護３～５）の認定者が 37.3％

となっています。 

平成 25 年度と令和元年度を比較して、割合が増加しているのは要介護２～５、減少

しているのは要支援１・２、要介護１となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,603

7,653

7,711

7,746

7,719

7,738

※数値は、各年度末（3月31日現在）

※数値は、各年度末（3月31日現在）

15.0%

14.6%

14.8%

15.0%

13.1%

12.8%

13.0%

11.6%

10.5%

9.4%

9.4%

10.6%

11.9%

11.0%

23.3%

23.0%

22.6%

22.7%

23.0%

21.9%

19.4%

18.3%

21.3%

20.3%

19.1%

17.0%

16.9%

19.3%

14.7%

14.5%

15.6%

16.5%

17.0%

17.0%

14.9%

9.4%

9.3%

10.2%

10.3%

11.0%

11.0%

14.2%

7.6%

6.9%

7.2%

7.0%

8.4%

8.4%

8.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

R1年度

要介護度別認定者割合の推移（第1号被保険者）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
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（３）前期・後期高齢者別の要介護（要支援）認定者の推移  

認定を受けた第１号被保険者のうち、前期高齢者・後期高齢者の数・構成比は、下図

のとおりとなっており、75 歳以上の後期高齢者の認定率が極めて高いことがわかりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）前期・後期高齢者別の要介護（要支援）認定率の推移  

令和元年度の高齢者層別（前期・後期高齢者）の認定率をみると、前期高齢者（65 歳

以上 74歳未満）では 3.3％、後期高齢者（75歳以上）では 34.5％となっています。 

平成 25 年度から令和元年度までの認定率の推移をみると、前期高齢者の認定率に低下

傾向が認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数値は、各年度末（3月31日現在）

158 156 142 130 129 121 116 

1,448 1,476 1,483 1,515 1,491 1,457 1,474 

9.8% 9.6% 8.7% 7.9% 8.0% 7.7% 7.3%

90.2%
90.4% 91.3% 92.1% 92.0% 92.3% 92.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

要介護認定者（前期高齢者、後期高齢者）の構成比

65－74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者）

※数値は、各年度末（3月31日現在）

21.2% 21.5% 21.2% 21.3% 20.9% 20.4% 20.5%

5.0% 4.8% 4.3% 4.0% 3.8% 3.6% 3.3%

32.9% 33.8% 33.8% 34.1% 34.1% 33.8% 34.5%

0%

10%

20%

30%

40%

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

高齢者層別の認定率

認定率 認定率（前期高齢者） 認定率（後期高齢者）

後期高齢者層（75歳以上）の認定率

高齢者（65歳以上）の要介護認定率

前期高齢者層（65ー74歳）の要介護認定率
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（５）調整済み認定率の比較 

本町の「性・年齢別人口構成」の影響を除外した調整済み認定率について、要支援・

要介護度別に全国、県、五島市、松浦市と比較しました。比較対象の五島市は隣接した

離島の自治体であること、松浦市は比較的近くの自治体であり、人口規模が近いことか

ら比較対象にしました。 

本町の調整済み認定率を全国や県と比較すると、大きく乖離しておらずやや低い割合

となっています。比較市町の五島市と松浦市の認定率はさらに低くなっています。また、

全国平均と比較して要介護１及び同３の認定率が高くなっているほか、五島市や松浦

市と比較して調整済み重度、同軽度の認定率が高くなっています。 

 

※調整済み認定率：調整済み認定率とは認定率の大小に大きな影響を及ぼす「性・年齢

別人口構成」の影響を除外した認定率のことです。一般的に、後期高齢者の認定率は前

期高齢者のそれよりも高くなることがわかっています。第１号被保険者の性・年齢別人

口構成が、どの地域も、ある地域または全国平均の１時点と同じになるように調整する

ことで、それ以外の要素の認定率への影響について、地域間、時系列で比較しやすくな

ります。 

 

 

 

 

 

調整済み認定率（要介護度別）

項目名 全国 長崎県 新上五島町 五島市 松浦市

調整済み認定率（要支援1）（%） 2.6 2.7 2.3 2.6 2.0

調整済み認定率（要支援2）（%） 2.6 2.9 2.1 1.5 1.5

調整済み認定率（要介護1）（%） 3.7 4.4 3.9 4.2 3.3

調整済み認定率（要介護2）（%） 3.1 2.9 3.0 2.3 2.6

調整済み認定率（要介護3）（%） 2.4 2.4 3.0 2.1 2.1

調整済み認定率（要介護4）（%） 2.2 2.2 1.9 2.7 2.3

調整済み認定率（要介護5）（%） 1.7 1.4 1.5 1.3 1.1

合計調整済み認定率（%） 18.3 18.9 17.6 16.7 14.9

※令和2年(2020年)4月末時点

※出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報

調整済み重度認定率と調整済み軽度認定率の分布

項目名 全国 長崎県 新上五島町 五島市 松浦市

調整済み重度認定率（%） 6.3 6.0 6.3 6.2 5.5

調整済み軽度認定率（%） 12.0 13.0 11.3 10.6 9.4

※令和2年(2020年)4月末時点

※出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報
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（６） 要介護認定者に占める受給者数の割合 

比較的重度の認定率が高くなる要因として、以下のことが考えられます。 

要介護認定者に占める受給者数の割合を３市町で比較すると、本町が最も高く、その

要因としては、 

（ア）認定後、長期間給付費が発生していない利用者が少ない 

（イ）病院への入退院時に認定を受け、その後適切なサービスにつながっていない重度

の利用者が少ない 

―ことが示唆されています。 

ただし、長期間給付費が発生していない利用者をチェックすることは必要です。この

結果により必要に応じて、本人、高齢者を介護する者への支援を強化するほか、 

① 住宅改修や福祉用具購入のために要介護認定を受けその後サービスを利用し

ていない場合 

② 現時点ではただちに介護保険サービスが必要ではないが、潜在的なニーズあ

るいはリスクを抱えている可能性がある場合 

③ 介護保険を利用したくても利用したいサービスがない場合 

―など、制度の理解に関する普及がなされているか、利用者ニーズとサービス提供に 

ギャップが生じていないか、効果的なサービスの提供体制を構築するにはどうすれば

よいかについて、在宅医療、介護連携推進事業等の各種事業を含め、大小さまざまな

機会を活用した関係者による検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年 平成31年 令和2年

3月末 3月末 2月末

受給者数（人） 1,258 1,259 1,275

認定者数（人） 1,620 1,578 1,591

受給率（％） 77.7% 79.8% 80.1%

受給者数（人） 2,256 2,251 2,199

認定者数（人） 2,834 2,855 2,795

受給率（％） 79.6% 78.8% 78.7%

受給者数（人） 1,141 1,115 1,130

認定者数（人） 1,467 1,414 1,423

受給率（％） 77.8% 78.9% 79.4%

※出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報

※令和1、2年度は「介護保険事業状況報告」月報

新
上
五
島
町

五
島
市

松
浦
市

項目名

要介護認定者に占める受給者数の割合
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３．介護保険の現状 

（１）介護サービスの利用状況 

本町における介護サービスの利用状況は、下表のとおりです。増加傾向にあるのは、

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、特定施設入居者生活介護、介護予防支援・居宅介

護支援、地域密着型通所介護などとなっています。一方、減少傾向にあるのは短期入所

療養介護、認知症対応型通所介護などとなっています。 

 

 

（単位：件/年）

H29実績 H30実績 Ｒ1実績

H29-R1年度

伸び率

（R1/H29)

訪問サービス（小計） 3,810 4,098 4,288 112.5%
訪問介護 2,709 2,722 2,989 110.3%

訪問入浴介護 103 136 135 131.1%

訪問看護 609 728 688 113.0%

訪問リハビリテーション 12 2 1 8.3%

居宅療養管理指導 377 510 475 126.0%

通所サービス（小計） 5,904 5,034 5,109 86.5%
通所介護 3,625 2,932 3,016 83.2%

通所リハビリテーション 2,279 2,102 2,093 91.8%

短期入所サービス（小計） 1,970 1,922 1,769 89.8%
短期入所生活介護 1,895 1,817 1,691 89.2%

短期入所療養介護 75 105 78 104.0%

福祉用具・住宅改修サービス（小計） 3,239 3,697 3,732 115.2%
福祉用具貸与 3,012 3,501 3,556 118.1%

特定福祉用具販売 118 114 96 81.4%

住宅改修 109 82 80 73.4%

特定施設入居者生活介護 560 655 707 126.3%

介護予防支援・居宅介護支援 8,623 8,363 8,660 100.4%

24,106 23,769 24,265 100.7%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護 919 1,269 1,742 189.6%

認知症対応型通所介護 225 183 76 33.8%

小規模多機能型居宅介護 905 857 855 94.5%

認知症対応型共同生活介護 1,094 1,107 980 89.6%

地域密着型特定施設入所者生活介護

3,143 3,416 3,653 116.2%
介護保険施設サービス（小計） 4,360 4,395 4,363 100.1%
介護老人福祉施設 2,384 2,398 2,371 99.5%

介護老人保健施設 1,964 1,985 1,992 101.4%

介護療養型医療施設 12 12 0.0%

31,609 31,580 32,281 102.1%
※「介護保険事業状況報告（年報）」

施

設

介護サービスの利用者数（合計）

介護サービスの利用状況

在

宅

サ

ー

ビ

ス

在宅サービス　計

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

地域密着型介護老人福祉施設

入居者生活介護

複合型サービス

地域密着型サービス　計
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（２）サービス受給率の比較 

本町のサービス受給率※を全国や県と比較すると、施設サービスの割合が高くなって

います。施設サービスと在宅サービスについては五島市や松浦市よりも高くなっており、

居住系サービスの割合は他の２市よりも低くなっています。 

※サービス受給率は、サービス受給者数/第１号被保険者数。 

 

 

【施設サービス】 

・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設 

【居住系サービス】 

・認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護 

【在宅サービス】 

・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通

所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸

与、特定福祉用具販売費、住宅改修費、介護予防支援・居宅介護支援、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介

護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 

 

（３）施設サービスの受給率が高い場合の考えられる課題 

「施設サービスの受給率が高い」。 

この場合は、 

・主に中・重度者（要介護３以上）を中心とした利用者のニーズに対応しているのか。 

・在宅サービスのなかで特定の施設・事業所の設置に偏りがないか。 

・施設・居住系サービスが在宅サービスを代替していないか。 

という３つの視点から確認する必要があると考えられます。 

 

 

H29 H30 R元 H29 H30 R元 H29 H30 R元 H29 H30 R元 H29 H30 R元

受給率
（施設サービス）

％ 4.7 4.7 4.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 28 3.9 3.9 3.8 4.4 4.3 4.3

受給率
（居住系サービス）

％ 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.2 1.3 1.3 2.6 2.6 2.5 2.0 2.1 1.9

受給率
（在宅サービス）

％ 10.2 9.8 10.1 11.3 10.3 10.4 9.9 9.6 9.8 9.3 9.3 9.0 8.4 7.6 7.6

※出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（各年度3月時点） 

五島市 松浦市活用データ名・
指標名

単位
新上五島町 県平均 全国平均
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今後の対応策として以下のことを検討する必要があります。 

(ア) 主に中・重度者（要介護３以上）を中心とした利用者のニーズに対応しているのか。 

・地域内の利用者のニーズを満たしているかどうかは、地域包括支援センター職員やケア

マネジャーに対する調査、地域ケア会議の開催などで確認する方法も考えられる。 

・対応例としては、不足していると思われる在宅サービスの充実をより促進していくため

にはどうすればよいのか、医療関係者等の専門職、ケアマネジャーや地域包括支援セン

ター職員等の地域の関係者により、様々な形で議論や検討を実施することが必要。 

(イ) 在宅サービスのなかで特定の施設・事業所の設置に偏りがないか。 

・偏りの有無を正確に判断することは困難だが、地域包括ケア「見える化」システム内の

地域資源分析を利用することで、施設・事業所数や、その基本情報等を確認可能。 

・対応例としては、不足していると思われる在宅サービスの充実を進めていくことが考え

られる。特に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護等の

充実が進んでいない状況である場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模

多機能型居宅介護等の充実により施設・居住系サービスの利用者を在宅で支えるための

体制の整備を、より促進していくためにはどうすればよいのか、このようなサービスの

提供が困難である場合はどのような代替手段があるのか等を、ケアマネジャーに対する

十分な周知や地域の関係者による検討を実施することが必要。 

(ウ) 施設・居住系サービスが在宅サービスを代替していないか 

・高齢者の在宅生活を支えるための介護保険サービスが十分ではないために、施設・居住

系サービスが在宅サービスを代替しているような状況が生じていないかを振り返るこ

とも重要。 

・施設・居住系サービスが在宅サービスを代替しているか否かを判断することは困難だが、

地域包括ケア「見える化」システム内の地域資源分析では、各施設・事業所の要介護度

別の利用者数を確認できる。加えて、施設・居住系サービスの利用ケースについて、地

域ケア会議等のケース検討の場で、適切なサービス種類の提供となっているか検討を行

うことも考えられる。 

・対応例としては、（イ）と同様の議論と検討が必要。 

 

（４）本町におけるサービス提供資源の状況 

要支援・要介護者 1人あたり定員※は、地域の要介護者に対するサービス提供可能な

量を全国や他市町村等と比較できる指標です。次ページの表のとおり、本町は施設サー

ビスと通所サービスの供給量が比較的多く、居住系サービスの供給量が少ないという

特徴を持っています。この結果から、 

・施設サービスが在宅サービスの不足を代替していないか。 

・不足していると思われるサービスの充実をより促進していくにはどうすればよいか。 

・長期入院等の人を医療機関が代替している可能性がないか。 

・高齢者を支える家族等に過度な負担がかかっていないか。 
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などについて関係者間で検討する必要があります。 

※ 要支援・要介護者１人あたりの定員は、サービスの定員を要支援・要介護者数で除した値。例

えば「施設サービス別要支援・要介護者１人あたり定員」＝施設サービス定員/要支援・要介

護者数。 

今後の対応策として、以下のことを検討する必要があります。 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護等の充実により施設・

居住系サービスの利用者（医療ニーズの高い高齢者など）を在宅で支えるための体制の

整備を、より促進していくためにはどうすればよいのか、ケアマネジャーに対する十分

な周知や地域の関係者による議論や検討を実施することが必要 

・不足していると思われるサービスの充実をより促進していくためにはどうすればよいの

か、地域の関係者による議論や検討を実施することが必要 

・高齢者や高齢者の家族などへの介護保険制度の十分な周知、ショートステイ等の介護者

のレスパイトの性格を持つサービスの充実や高齢者を介護する者（家族等）への相談支

援体制等の強化が必要 

 

 

 

 

 

要支援・要介護者1人あたり定員（施設サービス別）

項目名 全国 長崎県 新上五島町 五島市 松浦市

要支援・要介護者1人あたり定員
（介護老人福祉施設）

0.076 0.074 0.123 0.123 0.126

要支援・要介護者1人あたり定員
（介護老人保健施設）

0.051 0.056 0.101 0.071 0.056

要支援・要介護者1人あたり定員
（介護療養型医療施設）

0.006 0.005 - - 0.064

要支援・要介護者1人あたり定員
（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）

- - - - -

要支援・要介護者1人あたり定員合計
（施設系サービス合計）

0.132 0.134 0.223 0.194 0.247

※時点：令和元年(2019年)

※出典：介護サービス情報公表システムおよび厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報

単位：人

要支援・要介護者1人あたり定員（居住系サービス別）

項目名 全国 長崎県 新上五島町 五島市 松浦市

要支援・要介護者1人あたり定員
（特定施設入居者生活介護）

0.036 0.024 0.013 - -

要支援・要介護者1人あたり定員
（認知症対応型共同生活介護）

0.027 0.055 0.057 0.105 0.082

要支援・要介護者1人あたり定員
（地域密着型特定施設入居者生活介護）

0.001 - - - -

要支援・要介護者1人あたり定員合計（居住系サービス合計） 0.065 0.079 0.069 0.105 0.082

※時点：令和元年(2019年)

※出典：介護サービス情報公表システムおよび厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報

単位：人
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要支援・要介護者1人あたり定員（通所系サービス別）

項目名 全国 長崎県 新上五島町 五島市 松浦市

通所介護 0.095 0.115 0.110 0.074 0.095

地域密着型通所介護 0.028 0.041 0.033 0.117 0.055

通所リハビリテーション 0.038 0.081 0.047 0.031 0.108

認知症対応型通所介護 0.005 0.009 0.011 - 0.008

宿泊・小規模多機能型居宅介護 0.001 0.000 0.000 - -

通い・小規模多機能型居宅介護 0.006 0.010 0.017 - -

宿泊・看護小規模多機能型居宅介護 0.000 0.000 - - -

通い・看護小規模多機能型居宅介護 0.000 0.000 - - -

要支援・要介護者1人あたり定員合計（通所系サービス合計） 0.173 0.294 0.219 0.222 0.266

※時点：令和元年(2019年)

※出典：介護サービス情報公表システムおよび厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報

単位：人
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（６）保険給付費の推移 

令和元年度の保険給付費は、件数 32,281 件、費用額 2,851 百万円、利用者負担を除

いた給付費 2,568 百万円となっています。件数は平成 28年の 36,402 件をピークに平成

29年度以降は 31,000 件台で推移し、令和元年度に 32,000件台となっています。 
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（７）第１号被保険者１人あたり給付費（月額）の比較 

本町の第１号被保険者 1人あたりの給付費（月額）を全国や県と比較すると、中・重

度者が高くなっており、全体の１人あたり給付費でも全国平均を大きく上回っていま

す。 

 

 

第１号被保険者１人あたり給付月額（要介護度別） 単位：円

項目名 全国 長崎県 新上五島町 五島市 松浦市

要支援１ 191 229 190 244 288

要支援２ 403 564 413 247 763

要介護１ 3,256 4,450 4,368 5,873 4,339

要介護２ 4,082 4,251 5,168 4,208 3,977

要介護３ 4,737 5,073 6,998 5,311 5,029

要介護４ 5,118 5,344 5,961 7,773 5,692

要介護５ 4,169 3,523 4,540 4,092 2,967

合計 21,956 23,434 27,637 27,748 23,054

※時点：令和元年(2019年)

※出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元、2年度のみ「介護
保険事業状況報告」月報）
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① 受給者 1 人あたり給付費が高い場合の対応 

受給者 1人あたり給付費が高い場合、ケアプランが適切に作られているかを確認する

必要があります。 

確認方法としては、以下のような国保連合会介護給付適正化システム内にある以下の

指標やデータを活用することでケアプランの確認を行います。 

・１種類サービスによるサービス計画一覧表 

・支給限度額一定割合超一覧表 

・提供サービス１回あたりの単位数に偏りがある事業所一覧表 

・認定調査状況と利用サービス不一致一覧表 

 

上記の指標やデータについて、大きな差がある場合の対応例としては、事業者や地域

住民への自立支援に資するケアプランに関する説明及び理解の促進や、多職種連携によ

る定期的な地域ケア会議でのケアプランの検証および助言・支援、専門家の派遣、研修

の実施、ケアマネジメント強化・ケアマネジャー研修を通して、自立支援に資するケア

プランの適正化を推進する必要があります。 

 

② 区分支給限度額に占める給付費の割合 

区分支給限度額に占める給付費の状況がどのような分布になっているかを確認する

ことも有効です。本町の令和元年９月サービス提供分をみると、限度額を超えている人

が 31 人おり、このうち 14 人が要介護２、要介護１、要介護３、要介護４がそれぞれ５

人となっています。五島市や松浦市で限度額を超えている人はそれぞれ 21人、18人と

なっており、本町よりも少なくなっています。限度額を超えている人については、ケア

プランチェック、レセプト等の内容確認等の介護給付適正化事業を推進する必要があり

ます。 

 

 

 

在宅サービス給付単位数分布（要介護度別・新上五島町）

区分支給限度

（人） （%） 中央値 平均値 基準額（単位）

要支援１ 38 0 0.00% 1,937 1,852 5,003

要支援２ 69 0 0.00% 3,994 3,317 10,473

要介護１ 260 5 1.90% 6,806 7,131 16,692

要介護２ 189 14 7.40% 10,771 10,936 19,616

要介護３ 130 5 3.80% 16,393 15,470 26,931

要介護４ 71 5 7.00% 22,002 20,047 30,806

要介護５ 38 2 5.30% 18,752 20,344 36,065

合　　　計 795 31 3.90% 8,818 10,601 -

※出典：介護保険総合データベース(令和元年9月サービス提供分)

要介護度
受給者数

（人）

限度額を超えている者 単位数（単位）
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在宅サービス給付単位数分布（要介護度別・五島市）

区分支給限度

（人） （%） 中央値 平均値 基準額（単位）

要支援１ 99 0 0.00% 2,267 1,716 5,003

要支援２ 97 0 0.00% 1,300 2,410 10,473

要介護１ 466 8 1.70% 8,497 8,587 16,692

要介護２ 233 11 4.70% 12,326 12,216 19,616

要介護３ 173 0 0.00% 19,309 16,603 26,931

要介護４ 164 2 1.20% 25,275 21,093 30,806

要介護５ 62 0 0.00% 28,170 24,363 36,065

合　　　計 1,294 21 1.60% 9,984 11,664 -

※出典：介護保険総合データベース(令和元年9月サービス提供分)

限度額を超えている者受給者数
（人）

要介護度
単位数（単位）

在宅サービス給付単位数分布（要介護度別・松浦市）

区分支給限度

（人） （%） 中央値 平均値 基準額（単位）

要支援１ 81 2 2.50% 2,267 2,251 5,003

要支援２ 96 2 2.10% 4,170 4,372 10,473

要介護１ 200 7 3.50% 9,211 9,283 16,692

要介護２ 121 7 5.80% 12,818 12,258 19,616

要介護３ 74 0 0.00% 19,593 17,193 26,931

要介護４ 49 0 0.00% 17,555 15,741 30,806

要介護５ 10 0 0.00% 25,879 21,297 36,065

合　　　計 631 18 2.90% 7,763 9,823 -

※出典：介護保険総合データベース(令和元年9月サービス提供分)

限度額を超えている者受給者数
（人）

要介護度
単位数（単位）
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③ サービスごとの給付費 

本町のサービス別受給者給付月額（サービスごとの給付費の総額を受給者数で除した

額）を全国平均と比較すると、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、

地域密着型通所介護の額が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給者1人あたり給付月額

項目名 全国 長崎県 新上五島町 五島市 松浦市

訪問介護 68,976 47,334 26,605 88,708 51,804

訪問入浴介護 61,972 60,155 67,279 155,223 33,229

訪問看護 40,525 41,533 34,428 47,526 39,163

訪問リハビリテーション 33,257 30,965 42,039 31,933 45,869

居宅療養管理指導 11,950 9,527 10,203 4,809 7,389

通所介護 81,708 84,379 93,482 109,979 101,981

通所リハビリテーション 58,548 56,873 54,245 64,074 56,546

短期入所生活介護 96,210 114,347 103,540 142,554 133,940

短期入所療養介護 85,797 87,051 63,063 86,162 54,329

福祉用具貸与 11,483 10,101 12,034 10,797 9,340

特定施設入居者生活介護 176,483 159,737 169,459 120,362 177,583

介護予防支援・居宅管理指導 12,673 12,334 13,061 14,363 10,277

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 153,667 160,925 - - 168,254

夜間対応型訪問介護 35,927 17,868 - - -

地域密着型通所介護 73,822 86,980 92,470 89,521 117,361

認知症対応型通所介護 114,241 128,381 60,944 71,910 120,882

小規模多機能型居宅介護 181,840 169,769 180,499 - 237,429

認知症対応型共同生活介護 253,186 247,486 238,656 243,024 238,808

地域密着型特定施設入居者生活介護 192,308 - - - -

看護小規模多機能型居宅介護 245,977 203,186 - - -

※出典：介護保険総合データベース(令和元年9月サービス提供分)

※出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報

単位：円
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４．地域支援事業の現状 
 

（１）介護予防生活支援サービス事業の現状 

① 訪問事業 

多様なサービスを提供する仕組みとして、現行相当サービスと生活援助に特化した基

準緩和型の訪問型サービスＡを提供しています。今後は専門職が関与する訪問型サービ

スＣの実施について検討していきます。 

（単位：件、円） 

サービス名称 
令和元年度 平成 30年度 

延べ利用件数 支出額 延べ利用件数 支出額 

訪問型現行相当サービス 583 10,360,511 564 9,707,950 

訪問型サービスＡ 1,129 12,703,831 1,161 12,723,283 

 

② 通所事業 

多様なサービスを提供する仕組みとして、現行相当サービスと基準緩和型の通所型サ

ービスＡを提供しています。また、リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等の関与する

包括支援センター直営の通所型サービスＣについては、令和元年度は開催に至っていま

せん。 

（単位：件、円） 

サービス名称 
令和元年度 平成 30年度 

延べ利用件数 支出額 延べ利用件数 支出額 

通所型現行相当サービス 1,906 35,715,396 2,116 38,737,543 

通所型サービスＡ 563 6,658,213 510 6,707,619 

通所型サービスＣ － － 86 263,301 

 

③ 生活支援事業 

事業対象者や要支援認定者の自立した日常生活の支援や見守り等を目的とした買い

物支援サービスを実施しています。 

なお、配食サービスについては、任意事業の配食サービスと一本化したため皆減とな

っています。 

（単位：食、件、人、円） 

サービス名称 
令和元年度 平成 30年度 

延べ利用件数 実利用人数 支出額 延べ利用件数 実利用人数 支出額 

買い物支援 756 35 151,200 927 38 185,400 

配食サービス － － － 9,077 83 5,446,200 
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④ 介護予防支援事業 

事業対象者や要支援認定者が介護予防日常生活支援総合事業を利用するにあたり、ア

セスメントの実施、ケアプランの作成、モニタリングを通して、サービスの適切な利用

ができるよう努めています。また、業務を委託した事業所に対して、指導等を実施して

います。 

                                  （単位：円、件） 

 
令和元年度 平成 30年度 

延べ件数 委託額 延べ件数 委託額 

事業所等への委託 553 2,098,266 527 1,977,774 

２）一般介護予防事業の現状 

① 介護予防把握事業 

本人、家族、関係機関から寄せられた相談に対し、訪問活動を通してその実態把握と

支援に努めています。また令和元年度は認知症の方の家族を訪問しニーズ調査を実施し

ています。 

② 介護予防普及啓発事業 

認知症講演会、認知症サポーター養成講座の開催、高齢者大学、老人会等の講師とし

て介護予防の普及啓発に努めています。また団体からの要請や様々な機会を利用して、

運動への取り組み、認知症の理解、栄養改善など知識や技術の提供を目的に健康教育を

行っています。今後も高齢者が選択し、参加しやすい内容・体制づくりを推進します。 

○各種講座等（令和元年度実績）              （単位：回、人）[ ]は前年度 

実施内容 開催回数 参加者数 

健康まつり 1 [ 1] 150 [150] 

介護予防サポーター養成講座 5 [ 8] 実  18 [23] 延 63 [142] 

介護予防サポーター定例会  9 [10] 実 49 [49] 延 95 [127] 

高齢者大学 4 [ 2]  59 [ 34] 

地区等での健康教育 7 [11] 150 [311] 

介護予防サロン健康教育 65 [87] 707 [968] 

地域ミニデイ健康教育 20 [26] 365 [396] 

転倒予防教室  6 [ 4]  33 [ 33] 

スクエアステップ教室   5 [ 1]  37 [  8] 

みるみる元気塾（複合型教室）  1 [ 3]   7 [ 18] 

シニアヨガ教室  0 [ 8]  実  0 [16］  延   0 [ 52］ 

元気高齢者トレーニング教室 12 [13] 実 24 [ 3] 延 117 [132] 

イス（笑い）ヨガ教室 4 [ 4] 実 15 [ 7] 延  52 [ 22] 
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③ 地域介護予防活動支援事業 

住み慣れた地域で高齢者が生活していくため、住民運営の通いの場を充実させ、人と

人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくり

を推進するため、運営に係る費用や会場使用料の助成を行っています。平成 31 年度、

ミニデイサービスは、似首が介護予防サロンより移行し 31 ヵ所に、また、介護予防サ

ロン事業は、青方元浜、似首の 2箇所が新規に開始し、うち似首が年度途中にミニデイ

サービスへ移行し、合計 16地区になりました。 

 

○地域介護予防活動支援事業（令和元年度実績）        （単位：団体、回、人、円）[ ]は前年度 

 

 

○地域介護予防活動支援事業（令和元年度実績）        （単位：団体、回、人、円）[ ]は前年度 

 

 

自主運営を支えるボランティアの活動支援を目的に、毎年地域リーダーやボランティ

アを対象とした研修会を実施しています。また、自主運営されている通いの場の活動支

援を行う、介護予防サポーターとして 49 名が活動をしています。 

 

通いの場 団体数 新規団体 休止団体 

地域ミニデイサービス 31 [30] 1  

転倒予防教室    9 [ 8] 1［再開］  

スクエアステップ教室    9 [ 9] ―  

みるみる元気塾  2 [ 2] ― ― 

介護予防フラダンス教室  3 [ 3] ― ― 

介護予防演歌体操教室  1 [ 1] ― ― 

シニアヨガ教室  1 [ 1] ― ― 

介護予防サロン 16 [15] 2 1［ミニデイへ移行］ 

 団体数 実施回数 延べ参加者数 支出額 

地域ボランティア 

団体助成 

（地域ミニデイ） 

31 

 [30] 

557 

[614] 

7,732 

 [8,880] 

2,168,700  

[2,403,300] 

会 場 使 用 料 

（地域ミニデイ） 

   510,000  

[568,000] 

地域ボランティア 

団体助成 

（介護予防サロン） 

16[15] 389[335] 4,138[3,849] 
195,500  

[169,000] 
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（３）包括的支援・任意事業の現状 

① 地域包括支援センター運営事業 

地域包括支援センターの適正かつ円滑な運営を行うため運営部会を開催し、運営方針

及び事業内容等を協議決定しています。また、職員６名分の人件費、職員の資質向上を

目的とした研修等を行っています。 

なお、地域包括ケアシステムの構築に関する啓発をはじめ、センター業務の普及啓発

を目的に広報誌「めじろ」を継続発行しています。 

 ○普及啓発事業（令和元年度実績）                   （単位：円） 

 内 容 支出額 

広報啓発事業 広報誌「めじろ 88」作成配布（年 4 回） 361,094 

 

② 介護給付費等費用適正化事業 

介護保険サービスの利用に要する費用を通知することによって不正請求や架空請求

を防止し、介護保険制度に対する意識向上及び適正運営に努めています。 

○介護給付等費用適正化事業（令和元年度実績）        （単位：円）[ ]は前年度 

介護給付費通知書作成委託料 122,738 [120,509] 

上記の郵送料（年４回）    386,350  [386,992] 

 

③ 家族介護支援事業 

家族介護慰労金支給事業については、令和元年度の該当はありません。 

 

④ 成年後見制度利用支援事業 

利用実績はない状況です。「成年後見制度」の利用が経済的理由で出来ない場合など

に費用のうちの全部または一部を補助する制度であるので、今後も住民に対して周知

を行っていきます。 

 

⑤ 福祉用具・住宅改修支援事業 

居宅介護支援などのサービスを受けていない高齢者の住宅改修にあたり、介護支援専

門員などの資格を有する者が作成する住宅改修の理由書作成費用に対して助成するも

のです。平成 30 年度は１件の実績がありましたが、令和元年度の申請実績はありませ

ん。 

 

⑥ 配食サービス事業 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯で、食事を準備することが困難な高齢者

（要支援認定者及び事業対象者を除く。）を対象に配食（夕食）を提供し、できる限り

自宅での生活を可能にすると共に安否確認なども含めて実施しています。 

なお、総合事業の配食サービスと一本化したため、件数及び金額とも増加しています。 
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○配食サービス（令和元年度実績）                    （単位：件、人、円） 

サービス名称 
令和元年度 平成 30年度 

延べ利用件数 実利用人数 支出額 延べ利用件数 実利用人数 支出額 

配食サービス 20,673 161 11,370,150 10,260 89 5,132,700 

 

⑦ 在宅医療介護連携推進事業 

平成 28 年度より、地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口として上五島病院

内へ在宅医療・介護連携支援センターを開設し、保険者・地域包括支援センターと協働

しながら、切れ目のない医療と介護の提供体制の整備を進めています。 

平成 29 年度からは、医療・介護の関係者が集まる「医療介護連携会 ＣＨ(ﾁｬﾝﾈﾙ)の

輪 上五島」を定期的に開催し、顔の見える関係作りや入退院時の連携がスムーズに行

えるようにグループワークなどを行っています。令和元年度に「退院時連携ルール」を

作成し、町内医療機関・介護保険事業所等へも周知し、また、平成 30 年度から始めた

「入院時連携ルール」の実施状況についてもアンケート調査を行いました。地域住民に

対しては、地域包括支援センターの広報誌により周知を行っています。 

○在宅医療・介護連携支援センター委託事業（令和元年度実績）  （単位：円）[ ]は前年度 

在宅医療介護連携支援センター委託料 3,885,000  [2,590,000] 

業務実績 

業務実績 

・相談実績 517件 [481件] 

・医療介護連携システム構築に関する研修会の企画及び協働開催 

・病院内の連携体制構築 

・医療介護連携会の定期開催（令和元年 6 月、8月、12 月） 

・「退院時連携ルール」作成・周知 

・「入院時連携ルール」の実施状況アンケート及び入院時情報提供書の見直し作業 

 

⑧ 生活支援体制整備事業 

生活支援サービスの提供体制の構築にむけて、生活支援コーディネーター（社協委託）

とともに地域課題の整理、集いの場の創出等のサービスの開発、社会資源の整理を進め

ています。また、高齢者や外出困難な方等が生活していく上で必要な情報として、地域

資源マップ（便利帳）を作成し全世帯へ配布しています。 

○生活支援コーディネーター委託事業（令和元年度実績）    （単位：円）[ ]は前年度 

生活支援コーディネーター事業委託料 11,119,000 [11,393,000] 

業務実績 

・地域支えあいセミナー(有償ボランティア・常設居場所づくり)を開催 

・有償ボランティア組織づくりに向けたニーズ調査の準備 

・関係者の連絡会、学習会開催（21 回） 

・サロン活動の立ち上げと支援、周知広報活動、人材育成 

・地域資源調査（地域資源マップ作成） 
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⑨ 地域ケア会議推進事業 

高齢者の自立支援と QOL向上に資する観点から多職種が協働し、個別ケースを検討す

る「介護予防のための地域ケア個別会議」を 11回（24ケース）、そこから抽出された地

域課題の解決をすすめる「地域ケア推進会議」を 1回開催し、地域包括ケアシステムの

構築に向けた地域づくりに努めています。 

また、昨年に引き続きスキルアップを目的とした研修会を開催し、保険者、ケアマネ

ジャー、アドバイザー役の各種専門職種等で今後の展開方法について検討する機会とし

ています。 

 

⑩ 認知症総合支援事業 

認知症の人の意思が尊重され住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができ

る地域と、早期診断・早期対応を軸に容態の変化に応じて、適時・適切に切れ目なく医

療介護等が提供される循環型の仕組みの構築を目指し、認知症初期集中支援チーム及び

認知症地域支援推進員を配置し、認知症の人にやさしい街づくりを進めています。 

 

○認知症総合支援事業（令和元年度実績） 

認知症初期集中支援 

チーム活動状況 

訪問活動 実 16件 延 68件（うち支援修了者 9 件） 

随時会議 9回  チーム員会議 6回  検討委員会 2回 

認知症地域支援推進員 

活動状況 

訪問活動 延 220件（免許返納者・要継続支援者等） 

認知症カフェの運営／認知症サポーター養成講座他啓発活動 

 

○講座等開催事業（令和元年度実績）         （単位：回、人）[ ]は前年度 

  開催回数 参加者数 

認知症カフェ 11[12] 104[ 71] 

認知症サポーター養成講座 一般  4[ 2]  53[ 33] 

小中学校  4[10] 134[183] 

認知症講演会  2[ 2] 239[137] 
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５．高齢化の現状と介護サービス等の状況（まとめ） 
 

（１）高齢化の現状 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」によると、本町の令和

７年（2025 年）の人口は 15,017 人、令和 22 年（2040 年）の人口は 9,323 人に減少す

ると予想されています。 

65歳以上の高齢者数は令和２年の 7,448 人から、令和 22年には 5,637 人に減少する

予想です。65 歳～74歳の前期高齢者は令和２年の 3,408 人から、令和 22年（2040 年）

には 1,863人に減少し、介護ニーズが高い７5歳以上の後期高齢者は、令和２年の 4,040

人から、令和 22 年に 3,774 人になると推計されています。前期高齢者と後期高齢者の

構成比をみると、令和２年は前期高齢者の 45.8％に対し、後期高齢者は 54.2％となっ

ていますが、令和 22年には前期高齢者の 33.0％、後期高齢者は 67.0％と、後期高齢者

の割合が極めて高くなると推計されています。さらに、高齢者の単独世帯や夫婦のみの

世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、今後は介護サービスに対する需要が

さらに増加・多様化することが想定されます。 

一方、15～64 歳の生産年齢人口をみると、全国的には急減すると予想されています

が、本町でも令和 2年（2020年）の 8,288 人から令和 7年（2025 年）に 6,561 人に減

少、令和 22 年（2040 年）には 3,171 人に激減すると推計されています。地域の大事な

担い手である前期高齢者の減少に加え、生産年齢人口も激減することが予想されてお

り、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保が極めて大きな課題となっていくこと

が示唆されています。 

 

（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果（まとめ） 

① リスク保有者の状況 

リスク保有者の状況をみると、該当者の割合が高い方から、認知症リスク 46.4％、知

的能動性低下者 31.4％、口腔機能低下 24.1％、閉じこもり傾向 23.0％、社会的役割低

下者 18.8％、運動器リスク保有者 18.7％、手段的自立度低下者 16.1％、低栄養状態

1.7％の順となっており、認知症や閉じこもり傾向、周りの人や情報に対する関心など

でリスクが高い人が多くなっています。リスク保有者の割合では年代が上がるにつれて

増加していく傾向が認められ、特に 85 歳以上になると性別を問わずリスク保有者の割

合が高くなる傾向がみられます。 

前節の高齢者の現状で、75歳以上の高齢者は、令和 2年の 4,040 人から、令和 22 年

に 3,774 人に減少すると予想されていますが、85 歳以上の人を中心に今後はさまざま

な介護ニーズが増加していくことが示唆されています。 

また、昨年と比べた外出回数の増減をみると、４人に１人が昨年と比べて『減ってい

る』と回答しています。外出を控えている理由としては、男性では「外での楽しみがな
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い」や「耳の障害」の割合が比較的高く、女性では「足腰の痛み」の割合が比較的多く

なっているほか、コロナ禍という新たな危機的状況の中で、外出支援のための取り組み

が求められていることがうかがえます。 

 

② たすけあいの状況 

地域住民有志によるグループ活動への参加意向をみると、参加意向を持っている人の

割合は 47.0％となっています。同様に有償ボランティアの会等への登録意向を持って

いる人は 40.2％となっており、性別に関わらず 74歳以下の前期高齢者の割合が高くな

っており、多くの人が何らかの助け合いを行う意向を持っていることが示されました。 

一方、心配事や愚痴を聞いてくれる人の内容を見ると、半数の人が「配偶者」を挙げ

ていますが、今後は一人暮らしの高齢者がさらに増加していくことが予想されており、

近い将来、心配事や愚痴を聞いてくれる人はいない人が増加していくことが示唆され

ています。 

今後は介護ニーズの増加や地域の高齢者介護を支える担い手の大幅な減少が予想さ

れる中、「支える側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会

がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことが

できる地域共生社会の実現を強力に推進していくことが求められています。 

 

（３）介護サービスの利用状況（まとめ） 

① 調整済み認定率の比較 

本町の調整済み認定率を全国や県と比較すると、大きく乖離しておらずやや低い割合

となっています。比較市町の五島市と松浦市の認定率はさらに低くなっています。また、

全国平均と比較して要介護１及び要介護３の認定率が高くなっているほか、五島市や松

浦市と比較して調整済み重度、同軽度の認定率が高くなっています。 

今後は、 

（ア）認定を受けているがサービスを利用していない人の状況を確認し、不要な更新

認定を減らす。 

（イ）軽度認定者を減少させるため、自立支援・重度化防止に向けたサービスの創出

を図る。 

（ウ）介護状態にならないための自助努力を促す出前講座を開催し、介護保険の理念

の周知を図る。 

－等の認定率の上昇を抑制するための取り組みを推進していく必要があります。 
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② 高齢世帯の状況 

一般的に、要介護状態になり始めて家族がいない場合は、家族がいる場合と比べて介

護保険を利用する可能性が高いとされています。比較３市町の高齢独居世帯の割合を比

較すると、本町は五島市よりやや低く、松浦市よりもやや高くなっています。高齢夫婦

世帯の割合は、３市町の中で本町が最も高くなっています。 

高齢独居世帯、高齢夫婦世帯に対しては、地域内で孤立させない取り組みがとりわけ

重要です。町内会や自治会等の活動を基盤とした既存のコミュニティを積極的に活用し、

生活支援コーディネーター、老人クラブ、NPOやボランティア団体などの地域のさまざ

まな活動主体との協力によって高齢者が孤立していくことを防止し、介護予防、社会参

加につなげるなど、地域の実情に応じた対応を検討することが重要と考えられます。 

また、このような世帯構成の要因以外では、認知症リスク高齢者の割合、IADL（手段

的自立度）が低い高齢者の割合、経済的に苦しい高齢者の割合が高いことも要因とされ

ていることから、リスクのある人たちへの介護予防等の対策が必要です。 

 

③ サービスの受給率 

本町のサービス受給率を全国や県と比較すると、施設サービスの割合が高くなってい

ます。施設サービスと在宅サービスについては、五島市や松浦市よりも高くなっており、

居住系サービスの割合は他の２市よりも低くなっています。また、要支援・要介護者１

人あたりの定員は、地域の要介護者に対するサービス提供可能な量を全国や他市町村等

と比較できる指標ですが、本町は施設サービス、居住系サービス、通所サービスのいず

れも供給量が多いという特徴を持っています。 

要因としては、１）人口に比べ施設数が多いため、施設サービスの受給率が高くなっ

ている。２）在宅サービスが増加傾向になっている。－ことが考えられます。また、近

年の事業所の動向から、１）グループホームが１か所減少したことにより、居住系サー

ビスが減少しているため、在宅の待機者数が増加している可能性がある。２）通所介護

事業所が 1か所増加したことで、在宅サービスの利用者が増加した可能性がある。－と

考えられます。 

令和２年４月１日現在の在宅の待機者数は、Ｈ30 117 人、Ｒ１ 111 人、Ｒ2 118

人と小幅な増減となっています。在宅サービスの受給者数も、Ｈ29 768人、Ｈ30 755

人、Ｒ１ 778人と小幅な増減となっています。 

本町としては、１）新たな入所施設の建設は予定していないため、在宅サービスの組

み合わせで、住み慣れた地域で安心して暮らせるように生活支援サービスの創出を図る。

２）利用者負担の軽減のために、介護保険サービスや保険外のサービスを組み合わせる

ことなど、給付の適正化を図り支給限度額の範囲内でのサービス提供を推進する。－等

の取り組みにより、さまざまな介護ニーズに対応していく必要があります。 
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（４）在宅生活改善調査の結果（まとめ） 

ケアマネジャーを対象に、「現在のサービス利用では生活の維持が難しくなっている」

人の状態像を回答してもらう「在宅生活改善調査」を実施しました。 

その結果として、利用者 938人のうち 35人（出現率 3.7％）が「現在のサービス利用

では生活の維持が難しくなっている」として状態像が得られました。 

要支援・要介護度をみると、「要介護２」の 12人が最も多く、これに「要介護３」の

６人が続いています。世帯類型は、「独居」の 15 人が最も多く、以下多い方から、「単

身の子供との同居」の８人、「夫婦のみ」の７人の順となっています。 

現在のサービス利用では生活の維持が難しくなった理由は、「認知症の症状の悪化」

（内容は「金銭管理が困難」、「薬の飲み忘れ」、「家事に支障がある」などが多い）、「必

要な身体介護の増大」（内容は「見守り・付き添い」、「移乗・移動」、「排泄（夜間）」な

どが多い）、「必要な生活支援の発生・増大」が多くなっています。 

改善が期待できるサービスとしては、「グループホーム」、「通所介護、通所リハ、認

知症対応型通所介護」、「訪問介護、訪問入浴」、「ショートステイ」、「特別養護老人ホー

ム」が多くなっています。現状で施設等に入所・入居できていない理由は「申し込んだ

が空きがない」、「まだ申し込みをしていない」が多くなっています。 

今後は在宅の限界点を高めていくための在宅サービスの計画的な整備や必要に応じ

た計画的な施設やグループホームの整備のほか経済面や生活面の困難を抱える高齢者

に対する住まいと生活の一体的な支援等の工夫、所得の多寡により入居先の確保が困

難となることのないよう在宅サービス、認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホ

ーム、養護老人ホーム等の多様な受け皿のあり方についての検討が求められています。 

 

（５）在宅介護実態調査（まとめ） 

在宅介護の限界点の向上に向けて必要となる支援・サービスを検討するために、認定

調査員による在宅介護実態調査を実施し、418件の有効票を得ました。 

介護者が不安に感じる介護は前節の「在宅生活改善調査」と同様に、重度になるほど

「日中の排泄」、「夜間の排泄」、「屋内の移乗・移動」、「認知症への対応」などの割合が

高くなる傾向が認められました。 

サービスの利用状況は、「通所系のみ」の割合が最も高くなっていますが、重度の方

では「通所＋短期入所」、「訪問＋通所＋短期入所」、「小規模多機能」などを使っている

ケースもある程度認められます。 

サービス利用の組み合わせと施設等検討の状況をみると、「訪問系のみ」や「訪問系

を含む組み合わせ」を利用している人は施設を検討している人の割合が低くなり、「通

所系・短期系のみ」を利用している人は施設を検討している人の割合が高くなる傾向が

認められます。 
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サービス利用回数と施設等の検討状況をみると、訪問系を多頻度利用している人は施

設を検討していない割合が高くなっていますが、短期系を多頻度利用している人は施設

入所を検討している割合が高くなっています。 

このことから訪問系の多頻度利用を中心としたケアプランの検討など在宅介護の限

界点の向上策を試みていくことが重要な政策課題であることがうかがえます。 
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６．新上五島町における地域包括ケアシステム構築の状況 
 

（１）本町の特徴及び地域包括ケアシステム構築に向けた主な取り組み 

本町では医療介護連携の「CH（チャンネル）の輪」を中心として、多職種連携が進ん

でいます。地域資源は限られていますが、上五島病院を拠点として医療－介護の情報も

一元的に捉えやすく連携しやすい環境にあります。 

旧町単位にある診療所（医療センター）を医療だけでなく、生活支援等も含めた地域

の拠点として機能させていくとともに、住民主体の取り組みをさらに充実させていくこ

とで、今後は、生活圏域に密着した地域包括ケアシステムのさらなる充実が期待されて

います。 

 

（２）地域包括ケアシステムの自己評価と課題 

「A医療」から「H行政の関与・連携」についての５段階による自己評価の結果は、下

図のとおり、「C保健・予防」が最高ランクの「５」となっており、他の分野は「４」と

なっています。 

今後、移動支援や有償ボランティアの取り組みが確立できていけば、地域包括ケアシ

ステムの周知も含め住民の間で認知が広がっていくと思われます。特に移動支援が実施

できれば、それに付随して有償ボランティアも増えていくことが期待されます。 

 

0

1

2

3

4

5
Ａ医療

Ｂ介護

Ｃ保健・予防

Ｄ住まい・住まい方

Ｅ生活支援・見守り等

Ｆ専門職・関係機関

ネットワーク

Ｇ住民参画

（自助・互助）

Ｈ行政の関与・連携
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【A 医療】 

看取りの体制構築が課題です。保健所と連携し看取りの取り組みを進めていますが、

人材不足等もあり、計画どおりに進捗していません。今後は上五島病院と各診療所

とさらに連携を深めながら、看取りの体制構築を推進します。 

 

【B 介護】 

人材の確保が課題です。介護事業所と連携し、県の事業に合わせて町から補助金を

支給しています。今後は事業所の代表者会議で検討を重ねながら、高校生や主婦な

どにターゲットを絞った人材確保の取り組みを推進します。 

 

【C 保健・予防】 

保健予防と介護予防を一体化した取り組みを推進します。 

 

【D 住まい・住まい方】 

住み替えについて、関係各部署が連携して検討を進めます。 

 

【E 生活支援・見守り等】 

移動支援のサービスを推進します。 

 

【F 専門職・関係機関のネットワーク】 

本計画で町の目指す姿と目標値を設定し、専門職・関係機関のネットワークの深

化を図ります。 

 

【G 住民参画】 

プラチナ世代（元気で活動的な高齢者）を対象とした人材確保策のあり方を検討

します。 

 

【H 行政の関与】 

住民への周知が課題です。ホームページによる情報発信に加え、広報誌や通いの

場などでの地域包括ケアの周知を推進します。 
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第 ３ 章 基本理念と基本方針 

 

１．計画の基本理念 
 

本町では新上五島町第２次総合計画に基づき「つばき香り豊かな海と歴史文化を育

む自立するしま」を実現するためのまちづくりを進めています。このまちづくりにお

ける柱の一つとして「安心で魅力ある定住のしま」を掲げており、本計画ではこの視

点を踏まえ「地域で支えあう、安心で魅力ある定住のしまづくり」を基本理念にして

地域包括ケアシステムの構築を進めてきました。 

 

第７期（平成 30年度～令和２年度）では、以下の取り組みを推進しました。 

これまで行ってきた取り組みをさらに深化・推進していくことを目的として、「地域共生社

会」の観点から、世代や分野を超えた「地域」や関係機関等との「連携強化」の推進など、

地域包括ケアシステムのさらなる充実を図るための中長期的な視点に立った施策の展開を行

いました。 

 

 

しかしながら、 

2025年が間近に迫るなか、本町においてもさらなる対応策を講じない限り要介護認定者が大

幅に増加することが予測されるとともに、高齢社会を支えている現役世代の減少が予想され

ています。そのため、町、事業者、専門機関、地域が手を取り合い、地域の特性を最大限に

いかしながらあらゆるニーズに対応するため、これまで以上の多様なサービスや活動等を展

開することが求められています。 

 

このような状況を踏まえ、 

本計画では、令和７年（2025年）に向けた中長期の視点を持つとともに、本計画では新たに

現役世代が急減する令和 22年（2040年）を見据え、本町がこれまで取り組んできた地域包

括ケアシステムの構築をはじめとする施策を推進するとともに、地域とのつながりをさらに

強化し、地域の住民の方や関係機関等とより連携しながら各種施策を推進していくことが必

要です。 

 

 

本計画では、第７期計画の基本理念を踏襲し、地域包括ケアシステムの深化・推進

のための長期的な視点と共通のビジョンを共有しながら、地域のみんなが自分のこと

としてとらえて関わっていく「地域共生社会」の実現を目指したまちづくりを進めま

す。 
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２．計画の目指す姿 
 

（１）計画の目指す地域の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域共生社会の実現 

人々の暮らしや地域のあり方が多様化している中、本計画では地域に生きる一人ひ

とりが尊重され、さまざまな経路で社会とつながり参画することで、その生きる力や可

能性を最大限に発揮できる「地域共生社会」の実現を目指します。 

 

法律の改正 

平成 29年（2017年）に、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の改正と併せて、

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくり・包括的な支援体制の整備を行うための社会福

祉法等の改正が行われるとともに、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやす

くするため介護保険と障害福祉双方の制度に新たに共生型サービスを位置づける改正が行わ

れました。 

 

地域で支えあう、 

安心で魅力ある定住のしまづくり 

2025年及び 2040年

を見据えた 

地域共生社会の実現 

基本理念 

両輪の輪 

地域包括ケアシステム

の深化・推進 

目指すべき将来像 

「助けあい、支えあい、育む、人と人、世代

を超えてつながる地域づくり」 
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地域共生社会とは、 

高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」、

「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが

生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる包摂的な社会のことで

す。 

 

地域包括ケアシステムは、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤 

今後、高齢化がいっそう進む中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、

全ての人が地域、暮らし、生きがいを共に創造し、高め合うことができる地域共生社会の実

現に向けた中核的な基盤となり得ます。 

 

これまで介護保険制度では、地域包括ケアシステムを推進する観点から、共生型サー

ビスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関係する取り

組みを進めてきました。 

今後は、上位計画である「新上五島町第２次総合計画」や関連計画である「新上五島

町地域福祉計画」等と調和を図りながら、地域共生社会の実現に向けた地域づくりや社

会福祉基盤整備の観点からも、地域包括ケアシステムについて見直しを進め、「断らな

い相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」等を一体的に実施するなどして、

地域共生社会の実現を図っていきます。 

 

出典：厚生労働省 
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３．計画の方向性 
 

（１）2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

2025 年、2040 年に向け、地域により高齢化の状況や介護需要が異なっていくことが

想定されることから、地域の介護需要の大きな傾向を把握した上で、サービス整備の絶

対量や整備期間を勘案することが重要になってきます。このため、介護需要が成熟化す

る場合も含めて、介護需要の見込みに合わせた過不足ないサービス基盤の整備を進める

とともに、県等とも連携して広域的な整備を進めていきます。 

 

▋計画への対応 

⚫ 地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要等を踏まえて計画を策定します。 

⚫ 基盤整備を検討する際、介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤の整備や地域医療

構想との整合性を踏まえます。 

⚫ 指定介護療養型医療施設の設置期限（2023年度末）までに確実な転換等を行うため

の具体的な方策を計画に盛り込みます。 

 

（２）地域共生社会の実現 

前節で記載したとおり、地域共生社会の実現を目指し、地域包括ケアシステムについ

て見直しを進め、「断らない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」等を

一体的に実施するなどして、地域共生社会の実現を図っていきます。 

 

▋計画への対応 

⚫ 地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築を推進

するため、「断らない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つの

支援を一体的に行う新たな事業を創設します。 

 

（３）介護予防・健康づくり施策の充実・推進  

 

高齢者等が社会で役割を持ち活躍できる多様な就労・社会参加ができる環境整備を進

めることが必要であり、介護予防・健康づくりの取り組みを強化して健康寿命の延伸を

図ります。 
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▋計画への対応 

⚫ 一般介護予防事業において特に「PDCAサイクルに沿った推進」、「専門職の関与」、

「他の事業との連携」の取り組みを推進します。 

⚫ 自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取り組みの一つとして、就労的活動等を推

進します。 

⚫ 総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえた事業を推進します。 

⚫ 保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進を図ります。 

⚫ 在宅医療・介護連携における看取りや認知症への対応強化等を推進します。 

⚫ 要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標を設定し、事業を推進します。 

⚫ PDCAサイクルについてのデータの利活用やそのための環境整備を進めます。 

 

（４）有料老人ホーム及びサービス付き高齢者住宅の情報連携の強化 

 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるための「自宅」と「介護施設」の中間に位置

する住宅や、生活面で困難を抱える高齢者への住まいと生活支援を一体的に提供する取

り組みが進んでおり、その質の確保や適切なサービス基盤の整備を促進します。 

 

▋計画への対応 

⚫ 住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を把握し、その質

の確保や適切なサービス基盤の整備を促進します。 

⚫ 住宅型有料老人ホームの届出に関する情報に関する県からの通知する取り組みなど、

県との情報連携を強化します。 

 

（５）認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

 

認知症施策大綱に基づき「共生」と「予防」を車の両輪とした５つの柱に基づく認

知症施策を推進します。 

 

▋計画への対応 

⚫ 普及チームオレンジの設置及び「通いの場」の拡充など、５つの柱に基づく認知症施

策を推進します。 

⚫ 教育等他の分野との連携を推進します。 
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（６）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取り組

みの強化 

 

2025年以降は現役世代が減少していくことが予想され、介護人材の確保がより深刻

になることから、人材確保を県と連携し、計画的に進めていきます。 

 

▋計画への対応 

⚫ 介護職員に加えて介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保を図ります。 

⚫ 介護現場における業務仕分けやロボット・ICT の活用、元気高齢者参入による業務改

善など、介護現場革新の具体的な方策を推進します。 

⚫ 総合事業等の担い手確保の取り組みの一つとして、ポイント制度や有償ボランティア

等の普及を推進します。 

⚫ 要介護認定を行う体制を計画的に整備していくとともに、文書軽減負担に向けた取り

組みを推進します。 

 

（７）災害や感染症対策に係る体制整備 

 

災害や感染症に対する備えとして、日常的に介護事業所等と連携し、訓練の実施や

感染症拡大防止策の周知啓発、災害や感染症発生時に備えた平時からの事前準備の取

り組みを推進します。 

 

▋計画への対応 

⚫ 近年の災害発生状況や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた平時からの事前準

備の取り組みを推進します。 
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４．介護予防・重度化防止に向けた取り組み目標 
 

介護保険法第 117 条第２項に基づき、自立支援・重度化予防に向けた取り組み及びそ

の目標を介護保険事業計画に定めることとされています。 

 

（１）目指すべき指標 

目標としては、国の平均以上を目指します。 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

健康寿命（男性） 78.2歳 79.6歳 

健康寿命（女性） 83.4歳 84.0歳 

 

（２）具体的な取り組み目標 

①自立支援・介護予防、重度化防止 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

介護予防サポータ

ー養成者延数 
49人 89人 

地域ミニボランテ

ィア登録者数 
186人 206人 

週１回以上運動を

する通いの場 
20箇所 30箇所 

住民主体の通いの

場への参加割合 
17.1％ 20.0％以上 

 

②介護給付等費用の適正化 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

ケアプラン点検数 24件 30件 

住宅改修後の確認 全体の 10％ 全体の 20％ 

福祉用具購入後の

確認 
全体の 17％ 全体の 20％ 
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５．日常生活圏域の設定 
 

介護保険制度改正に伴い、高齢者が住み慣れた自宅・地域で生活し続けられる環境づ

くりを図るため、日常生活圏域の設定が義務付けられています。 

日常生活圏域の設定については、地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、介

護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況等を総合的に勘案し、保険者ご

とに定めることになっています。 

本町においては、町全体を１つの圏域として設定しますが、地域の特性を施策に反映

させるため、合併前の旧町ごとに事業を推進していきます。 

 

【日常生活圏域の設定で目指すこと】 

 

① 地域の特性に応じた施策の展開をすることで、家族とのつながりや友人や地域

とのつながりが失われることなく、介護を受けながら生活を続けることができる

ようになります。  

② 地域ごとの相談や要介護状態になる前の問題の発見など、高齢者の自立と権利

を支援するしくみが地域の中に、より浸透されるようになります。 

 

総人口 18,611人   総世帯数 9,700世帯 

（出典：住民基本台帳 令和２年４月１日現在） 

日常生活圏域      
圏域名 総人口 

65歳以上 75歳以上 
世帯数 

人口 割合 人口 割合 

新上五島町 18,611 7,712 41.4% 4,240 22.8% 9,700 

 

参考 
      

地域名 総人口 
65歳以上 75歳以上 

世帯数 
人口 割合 人口 割合 

若松地区 2,642 1,238 46.9% 669 25.3% 1,420 

上五島地区 5,367 1,995 37.2% 1,101 20.5% 2,688 

新魚目地区 3,333 1,341 40.2% 687 20.6% 1,722 

有川地区 5,390 2,120 39.3% 1,174 21.8% 2,739 

奈良尾地区 1,879 1,018 54.2% 609 32.4% 1,131 
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６．計画の体系 

 

（３）生きがいづくりと社会参加支援

基本理念 地域で支えあう、安心で魅力ある定住のしまづくり

基本目標（課題） 施策の方向性

（１）医療・介護連携体制の強化

（２）地域医療構想等との整合性の確保

（１）介護予防と健康づくりの一体的な推進

（２）自立支援・介護予防・重度化防止の推進

（３）健康づくりの推進

（１）高齢者を地域で守る

（２）地域ケア会議の推進

将来像

両輪の輪

（６）災害、感染症の対策

持続可能な制度の構築
と介護現場の改善

在宅医療と介護の連携
を推進

介護予防と健康づくり
施策の充実

生涯現役社会の実現と
多様な担い手による
在宅生活支援体制の構
築

（１）介護保険サービスの適切な運営

（２）地域支援事業の充実

（３）サービスの質の確保と給付の適正化

（４）介護人材の確保と資質の向上

（５）業務の改善と効率化の推進

認知症になっても
安心して暮らせる体制
の構築

（４）生活支援サービスの充実

（５）高齢者虐待防止対策の推進

（１）認知症予防事業の推進

（２）認知症の方や家族への支援体制の充実

（３）認知症の方や家族にやさしいまちづくり

地域包括ケアシステム

の深化・推進

2025年及び2040年を見据えた

地域共生社会の実現

１

2

３

４

5

助けあい、支えあい、育む、人と人、世代を超えてつながる地域づくり
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第 ４ 章 2040 年を見据えた 

地域包括ケアシステムの深化・推進 
 

１．在宅医療と介護の連携を推進 

（１）医療・介護連携体制の強化 

【現状と課題】 

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者等の増加が見込まれることから、在宅医療・

介護連携を推進するための体制整備を進めています。 

上五島病院内に設置した「在宅医療・介護連携支援センター」との協働により医療と

介護の専門職団体が参画する「医療介護連携会 ＣＨ(チャンネル)の輪 上五島」を発

足させ、相互理解のための勉強会の開催や、入院時情報提供書の運用、入退院時の連携

ルール検討など様々な取り組みを推進しています。 

今後は、通院が困難となる患者の増加や自宅で最期を迎えたいというニーズの多様化

により、「在宅療養」の需要の高まりが予想されます。医療職と介護職が切れ目のない

支援提供体制を構築するうえでの課題等を把握し、状況に応じた取り組みに反映するこ

とが求められています。 

 

【今後の方針】 

保険者・地域包括支援センター・在宅医療介護連携支援センターが協働し、医療・介

護連携における課題の把握や解決を促進します。 

また、地域住民に対し、在宅療養に関する啓発活動を進めるとともに、「医療介護連携

会 ＣＨ(チャンネル)の輪 上五島」を引き続き定期的に開催し、医療職と介護職の連

携強化と顔の見える関係づくりを促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）「医療介護連携会 ＣＨ（チャンネル）の輪 上五島」の定期開催 

在宅医療推進のための研修や情報交換の場として定期的に開催します。 

 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

入院時情報提供書の活用割合 － 100％ 

在宅等死亡割合 26.7％ 27.7％ 

看取り啓発イベント参加者数 － 100人 
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２）退院支援の強化 

入退院時の連携ルールの啓発および検証を行い、入院時情報提供書など情報共有ツ

ールや運用についても検討改善を重ねます。 

３）住民への啓発活動 

住民への在宅療養に関する講演会・研修会を継続開催するとともにエンディングノ

ートを活用した理解促進に努めます。 

 

（２）地域医療構想等との整合性の確保 

【現状と課題】 

本町においては、上五島病院が唯一の入院機関であり、在宅への復帰を目指す、地域

包括ケア病床等を 50 床確保しています。県の医療計画では、介護医療院への転換予定

はないことから、現状の医療体制での在宅医療を推進していく必要があります。 

 

【今後の方針】 

医療と介護の両方のサービスを必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療機関と介護サービス事業

者等の関係者の連携をさらに推進します。 

 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

訪問診療実施医療機関数 ６施設 ６施設 

 

【具体的な取り組み】 

１）医療と介護の連携強化 

在宅医療・介護連携支援センターや地域包括支援センターを中心に関係機関の情報

共有を強化し、円滑な在宅医療を推進します。 

２）訪問診療の推進 

上五島病院や各診療所と連携し、在宅医療に必要な訪問診療の体制を目指します。 

３）医療・介護人材の確保 

医療と介護の連携を進めるため、人材の確保に努めます。 

４）情報通信技術の活用 

ＩＣＴを活用した情報連携を進めることで、効率的な連携強化を図ります。 

 

※ 参考：町内医療機関数 

病床のある病院 １施設 

病床のない診療所 13施設 
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２．介護予防と健康づくり施策の充実 
 

（１）介護予防と健康づくりの一体的な推進 

【現状と課題】 

高齢化が進む中、高齢者が生涯にわたり心身ともに健康でいられるよう、健康寿命の

延伸に向けて、町、町民、地域活動団体、事業者等との協働体制づくり、保健事業と介

護予防を連携させ、一体的に進める枠組みの構築が課題になっています。 

 

【今後の方針】 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に向け、専任職員を配置し、健康課題の

把握や地域の医療関係団体等との連携を進めるとともに、介護予防（フレイル対策を含

む）と生活習慣病等の疾病予防・重症化予防を一体的に実施する枠組みの構築、高齢者

の通いの場の充実、地域交流の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）庁内関係部署による事業の方針、計画の策定 

企画調整分析等を行う医療専門職を配置し KDB や見える化システム等既存のデータ

ベースやシステムを活用し課題の把握を行います。健康増進班と包括支援センターが

連携し課題分析や事業推進に関する協議を行います。 

２）通いの場に専門職が関与できる体制づくり 

関係団体と連携し課題の共有をすすめ各種専門職が集いの場に出向き講話や指導を

行うはぴねす講座を継続開催します。今後は派遣できる職種の拡充に努めます。 

３）健康状態が不明な高齢者の状態把握、必要なサービスへの接続 

ＫＤＢシステム等により健診・受診・医療や介護サービス等につながっておらず健康

状態が不明な高齢者や閉じこもりの可能性がある高齢者を抽出し、健康状態や心身機

能を把握し、相談・指導を実施します。また、必要に応じて、受診勧奨など適切な医

療・介護サービスにつなげ、生活習慣病等の未治療・治療中断者に対する受診勧奨・

通いの場への参加勧奨などを行います。 

 

  

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

健康状態不明者数 130人 65人 

通いの場への専門職派遣回数 56回 84回 
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（２）自立支援・介護予防・重度化防止の推進 

【現状と課題】 

地域包括ケアシステムの深化・推進のためには、「自立支援」「介護予防」「重度化防

止」を行っていくことが重要です。高齢者がその有する能力に応じて自立した日常生活

を営むことができるような支援体制を整えるとともに、高齢者自らも要介護状態になる

ことの予防や悪化防止に積極的に取り組んでいくことが必要です。 

 

【今後の方針】 

健康寿命の延伸をはかるためにフレイル対策を進める観点から介護予防と保健事業

の一体的実施を進めるとともに、一般介護予防事業を活用し介護予防の取り組みの充実

を図っていきます。また、高齢者が支えられる側だけではなく支える側にもなり、生き

がいや役割をもって活躍できるよう、地域全体で自立支援に関する考え方が醸成できる

ように取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）一般介護予防事業の推進 

PDCA サイクルに沿った取り組みを推進するとともに、地域ケア会議や生活支援体制

整備事業と連動した事業展開を目指します。通いの場への参加促進を目指したアウ

トリーチ活動や介護予防ポイントの付与についても検討し、常設の居場所づくりを

支援していきます。また、地域リハビリテーション活動支援事業を推進し、要介護者

等に対するリハビリテーション提供体制を整えます。 

２）ボランティアの人材育成 

介護予防のリーダーを担う人材の育成と支援を継続します。壮年期から前期高齢者

を対象に元気応援教室を開催し、介護予防サポーターの登録者を増やすとともに活

動内容の検討を行います。 

３）ケアマネジャーや介護サービス事業所との連携強化 

自立支援と重症化予防に資するケアマネジメントに関する基本方針を共有し、それ

ぞれの立場での取り組みを強化します。 

 

 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

常設の居場所 ０か所 ２か所 

介護予防サポーター登録者数 49人 89人 

通いの場への参加者割合 17.1％ 20.0％ 
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（３）健康づくりの推進 

【現状と課題】 

健康づくりに関する取り組みは、介護予防へと繋がる重要な取り組みです。町では、

第２次健康づくり計画に基づき各種事業を展開しています。糖尿病の発症と重症化予防、

慢性腎臓病（ＣＫＤ）重症化予防、循環器疾患対策を推進していますが、健康指標や保

険行動指標の改善は難しい現状です。また、フレイル対策も今後の課題となっています。 

生活の多様化に伴い、老人クラブの加入者は減少傾向にあります。人口減少に伴って、

地域や生涯学習等のサークルの維持や存続も危ぶまれています。高齢者の孤立防止の観

点からも、仲間づくりのサークル(老人クラブ、生涯学習、サークル活動、集いの場等)

支援については関係機関の連携が重要です。 

 

【今後の方針】 

各種検診や健康教育を通して生活習慣に起因した疾病の予防、重症化の予防に取り組

み健康寿命の延伸や生活の質の向上を目指します。特に、筋骨格系疾患の有病率の高さ

に着目し、フレイル対策、肥満対策を推進します。また、生涯現役に向け、生きがいや

役割をもって生活が送ることができるよう「参加と協働」の地域づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）疾病予防と重症化予防の推進 

ポピュレーションアプローチを介護予防の分野と一体的に進めるとともに、ハイリ

スク者への積極的な関与を行います。 

２）壮年期への介護予防に関する啓発活動 

元気応援教室をはじめとする各種健康教育の機会をとらえ、介護予防に関する啓発

活動を計画的に進めます。 

３）老人クラブ等、町内の多様なサークル活動への支援 

健康づくりおよび介護予防の視点から、多様なサークル活動に関与できるよう関係

機関との連携強化に努めます。 

４）生涯学習に関する環境整備 

移動支援等高齢者が参加しやすい生涯学習の環境が整えられるよう関係機関との調

整を進めます。 

 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

血糖コントロール不良者（ヘモ

グロビン A1c7.0以上の未治療者 

国保 20.3％ 18.8％ 

後期 16.2％ 14.7％ 

運動器のリスク保有者割合 18.7％ 16.7％ 
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３．生涯現役社会の実現と 
多様な担い手による在宅生活支援の構築 

 

（１）高齢者を地域で守る 

【現状と課題】 

高齢化が進むにつれ、一人暮らしの高齢者世帯や高齢者夫婦のみの世帯数が増加して

きており、地域において支援を必要とする方への対応が、これまで以上に求められてい

ます。 

 

【今後の方針】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域住民、自治会、民生委員、社

会福祉協議会などの関係機関と連携を図りながら、共に助け合い、支え合う地域づくり

を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）地域の見守りネットワークの推進 

地域住民等の高齢者見守りネットワーク（通称：どがんねっと）の拡大を進めます。

また、ＩＣＴを活用した見守り体制の検討も行います。 

２）災害時の高齢者支援体制の構築 

災害発生時に備え、自力避難が困難な方の避難行動要支援者名簿を作成し、支援者の

同意のもとに支援協力者等と情報を共有し、円滑な避難誘導体制を構築します。また、

地域住民の防災意識を高め、自主防災組織の拡大に努めます。 

３）安心カードの活用 

一人暮らしの高齢者世帯等が、予め緊急連絡先等を記載した安心カードを冷蔵庫に貼

っておくことで、緊急時の迅速な情報伝達を行えるようにします。また、今後は事前

協議書やエンディングノート等の保管場所として活用できるようにしていきます。 

４）総合相談機能の充実 

総合相談窓口である地域包括支援センターの周知徹底を図り、相談体制の拡充を図 

ります。また、消費者行政担当課の消費者生活相談員と連携して、高齢者のトラブル

防止に努めます。 

 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

安心カード交付件数 1,185件 2,500件 

避難行動要支援者個別計画件数 46件 200件 
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（２）地域ケア会議の推進 

【現状と課題】 

65 歳以上人口の増大と生産年齢人口の減少に伴い、少ない現役世代で多くの高齢者

世代を支えるという構造が強まることから、高齢者を地域全体で支えあう社会を構築す

ることが求められています。多くの高齢者は、要介護状態になっても住み慣れた地域で

の生活を続けたい希望を持っていることから、地域資源を活用したサービス体制の確立

が必要となっています。 

 

【今後の方針】 

地域の保健、医療、介護サービス等の社会的資源が有機的に連携を図りつつ、高齢者

が可能な限り、住み慣れた地域でその能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ように支援します。また、多職種が協働して高齢者の個別課題や地域課題を検討・解決

する体制づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）介護予防のための地域ケア会議の開催 

多職種が協働で地域課題の発見や解決策の検討、資源開発などの地域づくりにつなが

る意見の醸成を図ります。 

２）個別ケア会議の開催（随時開催） 

高齢者の個別事例の課題解決に向けた支援等を検討します。 

３）地域ケア推進会議の開催（年１回開催） 

介護予防のためのケア会議や個別ケア会議で抽出された共通課題や解決できなかっ

た課題の検討を行い、政策提言を行います。 

４）地域課題の共有 

検討された地域課題については、広く地域住民に周知するとともに、生活支援コーデ

ィネーターと協働して地域課題に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

地域課題を踏まえた政策提言 １件 １件以上 
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（３）生きがいづくりと社会参加支援 

【現状と課題】 

人生 100 年時代を見据え、高齢者だけでなくすべての世代が生涯にわたって元気に活

躍し続けられる生涯現役社会が求められています。長くなる高齢期をより充実したもの

にするための生きがいづくりや、社会参加活動を進めていく必要があります。 

 

【今後の方針】 

高齢化の進行とともに高齢者の役割が増す中、高齢者がこれまで培ってきた経験と知

識を活かして、就労や老人クラブをはじめとした団体活動への参加など積極的に支援し

ていくことで、高齢者が活き活きと暮らし、明るく活力に満ちた地域社会の実現を目指

します。 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）老人クラブ活動の推進 

老人クラブ連合会や単位老人クラブへの補助を行うことで、高齢者が豊かで元気に暮

らすための活動を推進します。 

２）ボランティア活動の推進 

介護予防サポーターや健康づくり推進員、食生活改善推進員等のボランティア事業を

進めることで、高齢者に活躍の場を提供します。また、生活支援コーディネーターの

活動を中心に住民主体の無償・有償ボランティア団体の設立を進めることで、自らが

積極的に社会参加する体制づくりを目指します。 

３）高齢者の就労促進 

シルバー人材センターは、働く意思のある高齢者に対し、経験や希望に合った仕事を

紹介し、就業を通じた社会参加を支援していきます。また、就労的活動支援コーディ

ネーターの配置についても検討していきます。 

４）次世代の高齢者に向けた取り組み 

プレシニアを含めたシニア世代が「社会活動の意義・重要性を認識し」、「どんな地域

活動があるのかを知り」、「やりたいことを見つける」ために、就労支援のセミナーや

講座の開催、高齢者のボランティア活動やシルバー人材センターのＰＲ、他部門の就

職支援と連携した周知活動などの必要な情報を様々な媒体・ルートを活用して発信し

ていきます。 

  

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

地域活動参加割合 51.2％ 70.0％ 

住民主体のボランティア団体数 ０団体 ３団体 
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（４）生活支援サービスの充実 

【現状と課題】 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると日常生活で困っていることは、「通院」

「郵便物等の書類への対応や手続き」「買い物」の順になっています。保険給付サービ

スだけでなく、安心して在宅で生活するための生活支援サービスの充実が求められてい

ます。 

 

【今後の方針】 

地域共生社会の実現に向け、生活支援コーディネーターを中心に支える側、支えられ

る側関係なく、地域の課題解決に向けた取り組みを進めます。また、政策提言のあった

「有償ボランティア」「常設の居場所づくり」「移動支援」の実現に向け重点的に取り組

むとともに、日常生活の支援体制の強化や生活支援サービスの拡大を図ります。 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）生活支援体制整備事業 

生活支援コーディネーターを 5 地区に配置し、地域住民と地域課題の把握や資源開

発などを進め、地域課題の解決につなげます。 

２）有償ボランティアと介護予防ポイント制度 

要介護状態等の軽減・悪化防止や、高齢者の生きがいづくりと介護予防として、有償

ボランティアと介護予防ポイント制度を確立させ、地域の高齢者等の困りごとを地域

の人達の助け合いで解決する体制づくりを進めます。 

３）常設の居場所づくり 

高齢者だけでなく、子ども等も気兼ねなく立ち寄れる居場所を地域に創出し、地域の

活性化を図るため、地域介護予防活動支援事業を充実させます。 

４）移動支援 

移動支援としては、西肥バスの定期券の補助（高齢者割引パス）やタクシー券の交付

事業を行っていますが、地域住民による通院・買い物の移動支援サービスや地域ミニ

デイ、介護予防サロンへの移動支援サービス等、新たな取り組みを進めます。 

５）買い物支援事業 

生活必需品の購入が困難な高齢者等に、配達事業者が食料品や日用品を自宅まで配達

し、併せて利用者の安否確認も行います。 

  

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

政策提言の達成数 １件 １件以上 
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６）配食サービス 

買い物や調理が困難な高齢者に対し、自立した日常生活の支援のために、見守りや声

かけなどと併せて夕食の提供を行います。 

７）高齢者の歩行支援対策 

高齢者の安全確保と歩行支援のため、「集落内道路における歩行支援のための手すり

設置基準」に従い、必要な場所については手すりの設置を行っていきます。 

８）高齢者の居住安定に係る施策との連携 

高齢者の住環境を改善していくため、民間の賃貸住宅への住み替え相談窓口の確立や

住宅改修費の補助、住宅改修事例の紹介、公営住宅のバリアフリー化を進めていきま

す。また、高齢者の方が安心して生活できるよう、養護老人ホーム、生活支援ハウス

（高齢者生活福祉センター）、有料老人ホームの情報提供に努めるほか、サービス付

き高齢者向け住宅の情報収集にも積極的に努めていきます。 

 

（５）高齢者虐待防止の推進 

【現状と課題】 

高齢者虐待は、家族等の介護疲れに起因するストレスの増大や、家庭内における精神

的・経済的な依存関係のバランスの崩れ等、様々な要因が重なり合って発生しており、

早期発見・早期対応や高齢者及び養護者への支援が必要です。 

 

【今後の方針】 

高齢者虐待の発生予防・早期発見のためには、町や介護事業者、警察等の関係機関は

もとより、地域住民自らが高齢者虐待に関する正しい知識と理解のもとに取り組むこと

が重要です。今後は、相談体制や研修体制を強化し権利擁護と併せて支援していきます。 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）高齢者虐待防止ネットワークの活用 

地域包括支援センターを中核に、介護施設、民生委員・児童委員、関係行政機関、権

利擁護関係者等の地域の関係者で構成された「虐待防止ネットワーク」を活用して、

虐待の早期発見・早期対応に努めます。 

  

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

相談により予防的介入や措置

につながった事例数 
３件 10件 



 

56 

２）高齢者虐待に関する知識・理解の普及啓発 

地域住民に対する高齢者虐待に関する知識・理解の普及啓発に取り組むとともに、介

護保険施設、サービス提供事業者への高齢者虐待防止法の周知徹底を図っていきます。 

３）権利擁護（成年後見制度）の推進 

成年後見制度は、認知症高齢者等の権利擁護、虐待の発生予防を図る上で重要な制度

です。市町村長申立てによる支援も含め、成年後見制度利用促進計画と整合性を図り

ながら進めていきます。 

４）相談窓口の連携強化 

認知症高齢者の相談窓口の地域包括支援センターと高齢者虐待相談窓口の福祉課と

の連携を強化するために定期的な情報共有と職員のスキルアップを図ります。 
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４．認知症になっても安心して暮らせる体制の構築 

（１）認知症予防事業の推進 

【現状と課題】 

認知症予防に資する可能性のある活動として、高齢者の社会的孤立の解消や役割の保

持が必要であり、町では早くから身近な地域の公民館等で高齢者の「通いの場」を住民

主体で行えるよう拡充してきました。しかし、虚弱高齢者になってからの社会参加は難

しい状況にあります。認知症の 1 次予防として、運動不足の改善や糖尿病・高血圧症等

の生活習慣病の予防が大切ですが、壮年期からの健康課題でありリスクは増加傾向とな

っています。 

 

【今後の方針】 

認知症の「予防」を「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やか

にする」とし、住民の認知症に対する悪いイメージや恐怖を軽減する取り組みと認知症

の発症遅延や発症リスク低減する取り組みを合わせて行います。 

また、介護予防の事業や健康増進事業の連携はもとより、生涯学習で実施するスポー

ツ教室や社会教育施設における講座等、地域住民が幅広く活用できる場を推進します。 

 

 

 

 

 

※「介護予防日常生活圏域ニーズ調査」より 

 

【具体的な取り組み】 

１）生活習慣病予防重度化防止の強化 

認知症の一次予防に関する啓発活動を壮年期から行います。 

２）認知症のリスク評価と予防活動 

通いの場等で軽度認知障害のスクリーニングをおこない予防活動へつなげるととも

に PDCA に基づいた評価を行います。 

３）高齢者の通いの場の拡充 

認知症の方が安心して住み慣れた地域の通いの場に参加できるよう環境を整えます。

また、軽度認知障害の方が利用する予防教室の開催について検討します。 

４）早期発見、対応が可能な体制構築 

地域住民への正しい知識の啓発と相談窓口の周知に努めます。 

  

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

予防教室に通いたい人の割合 15.5％ 20.0％ 

認知症に関する検査を受けたい

人の割合 
22.6％ 30.0％ 
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（２）認知症の方や家族への支援体制の充実 

【現状と課題】 

早期診断・対応と容態の変化に応じて、適時・適切に医療介護等が提供される循環型

の仕組みの構築を目指し、認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員を配置

しています。また、認知症カフェ「おれんじカフェ」を、認知症の家族の会や認知症サ

ポーターの協力を得ながら月に１回、地域包括支援センターで開催していますが、目的

や対象者、開催場所等検討が必要です。 

家族に対する要望調査では、「認知症に気づいた時、早めに病気の診断やアドバイス

を受けられる病院がある」「困っていることを気軽に相談できる人や場所があること」

等の地域課題があげられています。 

 

【今後の方針】 

認知症の早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、

認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター等の更な

る質の向上を図るとともに、これらの間の連携を強化します。また、本人自身や家族、

地域住民が早く気づき、早期に対応できるように情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）「認知症ケアパス」の作成と活用 

認知症に関する基礎的な情報とともに、具体的な相談先や受診先の利用方法等を明

記し、本人・家族・地域住民・医療介護関係者が共有、有効に活用されるよう周知

活動に努めます。 

２）社会参加活動促進等を通じた地域支援体制の構築 

認知症カフェを活用した取り組みの展開。家族教室やピア活動等要素を取り入れた

取り組みを検討します。 

３）認知症の方の権利擁護と虐待防止 

権利擁護に関する制度の利用促進のための普及を行うとともに、介護保険サービス

の利用援助や金銭管理、成年後見制度の利用に至るまでの支援が一体的に確保され

るよう体制の整備を進めます。また適時適切な支援提供体制を整え介護者のストレ

ス等への虐待のリスク軽減に努めます。 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

認知症ケアパスを知っている

人の割合 
－ 50％ 

認知症カフェの箇所数 １箇所 ３箇所 



 

59 

（３）認知症の方や家族にやさしいまちづくり 

【現状と課題】 

認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができ

る地域をめざしたやさしいまちづくりを進めています。 

関係機関との連携により地域住民や介護関係者に対し一体的な啓発活動を行ってい

ますが、認知症や認知症の方への偏見をなくす活動は今後も重点的に継続する必要があ

ります。また認知症に関する正しい知識を持つための認知症サポーター養成講座は小中

学校や地区組織が中心となっており生活支援や見守り体制を進める上では対象者の拡

大が課題となっています。 

 

【今後の方針】 

認知症サポーターの対象者の産業分野への広がりと量的な拡大を図ることに加え、ス

テップアップ講座を受講した認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の方やそ

の家族のニーズに合った具体的な支援につなげる仕組み「チームオレンジ」を地域ごと

に構築する必要があります。 

また、認知症の方が安全に外出できる地域の見守り体制づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）「チームオレンジ」を地域ごとに構築 

認知症の方やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みを構築

するため認知症サポーターの養成を引き続き推進しステップアップ講座につなげま

す。また、小売業・金融機関・公共交通機関等の従業員等をはじめ、人格形成の重要

な時期である子供・学生に対する養成講座を拡大します。 

２）認知症に関する情報発信の拡充 

図書館等の人が集う場所で情報発信を検討します。 

３）地域課題の整理 

地域ケア会議等の連動により明らかになった地域課題をもとに生活支援コーディネ

ーターやチームオレンジの協働により地域づくりや資源開発につなげます。 

  

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

チームオレンジの数 ０地域 ５地域 
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５．持続可能な制度の構築と介護現場の改善 

（１）介護保険サービスの適切な運営 

【現状と課題】 

１号被保険者については、高齢化が進む中で全国的に増大していますが、本町におい

ては減少に転じ始めています。また、認定率は年々減少してきたものの、ここ１、２年

は横ばいの状況になっています。このよう中で介護保険サービスについては、自立した

生活が送れるよう、身体や生活の状況に応じたサービスの提供体制を維持していくこと

が求められています。 

 

【今後の方針】 

施設サービスについては、充足率も高いため新たな施設整備は行いませんが、在宅サ

ービスや地域密着型サービスについては、利用状況や地域の状況を勘案し必要なサービ

スを整備していき、住み慣れた地域で最期まで安心して暮らしていけるように、在宅サ

ービスや地域密着型サービスに重点を置きながら、必要なサービスの維持に努めます。 

また、介護離職ゼロに向け、有料老人ホーム等の活用に向けた連携を進めていきます。 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）在宅サービス 

＜訪問系サービス＞ 

⚫ 訪問介護（ホームヘルプ）    ７事業所 

⚫ 訪問看護            ２事業所 

⚫ 訪問入浴介護          １事業所 

⚫ 居宅療養管理指導        町内病院・薬局 

＜通所系サービス＞ 

⚫ 通所介護（デイサービス）    ６事業所        

⚫ 通所リハビリテーション     ２事業所 

＜その他のサービス＞ 

⚫ 短期入所生活介護        ７事業所 

⚫ 短期入所療養介護        ２事業所 

⚫ 特定施設入居者生活介護     ２事業所 

⚫ 福祉用具貸与          ３事業所 

⚫ 特定福祉用具販売        １事業所 

⚫ 住宅改修費支給          町内の工務店等 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

在宅の待機者数 118人 50人 
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⚫ 居宅介護支援           15事業所 

２）地域密着型サービス 

⚫ 認知症対応型通所介護       １事業所 

⚫ 小規模多機能型居宅介護      ３事業所  定員 79人 

⚫ 認知症対応型共同生活介護      ４事業所  定員 72人 

⚫ 地域密着型通所介護        ６事業所 

３）施設サービス 

⚫ 介護老人福祉施設         ５事業所  定員 195人 

⚫ 介護老人保健施設         ２事業所  定員 160人 

４）有料老人ホーム等 

⚫ 特定施設入居者生活介護事業所   ２事業所  定員 45人 

⚫ 有料老人ホーム等（介護保険外）  ３事業所  定員 37人 

 

（２）地域支援事業の充実 

【現状と課題】 

地域支援事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に

参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することが目

的である。そのためには、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画

による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制

の構築が課題となっています。 

 

【今後の方針】 

地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、相談支援体制の強化や住民主体による日

常生活の支援体制の構築、認知症高齢者への支援体制の構築を重点的に行います。また、

介護サービスのニーズの拡大等に伴う介護人材の確保についても情報提供を行い、介護

離職防止のための支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

※「介護予防日常生活圏域ニーズ調査」より  

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

地域包括ケアシステムの内容を知っ

ている割合 
23.2％ 50.0％ 

閉じこもり傾向のある高齢者の割合 23.0％ 21.0％ 

地域包括支援センターへの相談件数 327件 400件 
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【具体的な取り組み】 

１）介護予防生活支援事業 

▋訪問型サービス  

現行のサービスを継続していくと同時に、訪問型サービスＢ（住民主体による支援）

を含めた支援体制の充実を図ります。  

⚫ 現行相当サービス、緩和型サービス、住民主体型サービス、短期集中型サービス 

▋通所型サービス  

現行のサービスを継続していくと同時に、通所型サービスＢ（住民主体による支援）

を含めた支援体制の充実を図ります。  

⚫ 現行相当サービス、緩和型サービス、住民主体型サービス、短期集中型サービス 

▋生活支援サービス  

配食サービスについては、現行の週６回までの支援を継続します。また、買い物支援

については、原則週１回までの支援を継続します。  

▋介護予防支援事業（ケアマネジメント）  

現行のサービスを継続するとともに、自立支援・重度化防止に向けたケアネジメント

の基本方針を定め、地域包括支援センター・介護支援専門員などと情報を共有します。 

 

２）一般介護予防事業 

▋地域ミニデイサービス  

地域からの要請に応じて事業を展開します。しかし今後はボランティアや参加者の高

齢化、減少が進み会の運営が難しくなってくることが予想されます。介護予防サポー

ターや各種講師の派遣やボランティアリーダーの研修等を通して継続支援する方針

ですが、存続が難しい場合はサロンへの転向等提案しながら集いの場の維持を図りま

す。  

▋介護予防サロン  

地域で行われている自主的なサークル活動や集いの場を活用して、啓発活動を行い介

護予防に取り組む団体の増加を目指します。介護予防サポーター養成をはじめとする

プラチナ世代（元気で活動的な高齢者）への教育に力をいれ、自助・互助に関する意

識の醸成を図ります。  

▋地域リハビリテーション活動支援事業  

自宅や介護事業所、通いの場等へ、リハビリテーション専門職等を派遣し自立支援に

資する取り組みを促進します。  

▋その他の事業  

開催にかかる啓発活動を行い、地域からの要請に応じて事業を展開します。今後も住

民のニーズ把握やデータの収集・分析、先進地域からの情報収集に努め、効果的で新

しいプログラムが提供できるようにします。  
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３）包括的支援事業 

▋地域包括支援センターの運営  

自立支援、重症化防止に向けた保険者機能強化の取り組みを推進するために、地域包

括支援センターの機能をさらに強化し、その実績について評価していきます。また評

価結果については、運営部会を経て公表を行います。 

▋在宅医療・介護連携推進事業  

医療介護連携会を定期的に開催し、多職種間の情報交換や顔の見える関係づくりと仕

組みづくりを推進し、情報共有ツールの作成につなげます。また、組織的な病院と診

療所の連携体制の構築を進めるとともに、在宅医療を推進するために看取りについて

の住民向け啓発活動と関係機関の体制づくりを一体的に進めます。  

▋生活支援体制整備事業  

生活支援コーディネーターを中心にそれぞれの地域で、地域課題解決のための生活支

援を担う人材の育成と発掘を進め、支える側、支えられる側関係なく、それぞれが役

割をもって、利用できるようなシステムを検討します。  

▋認知症総合支援事業  

認知症施策推進大綱に基づき「共生」と「予防」を両輪の関係にした地域づくりと支

援体制づくりを進めます。また、住民、医療・介護関係者に対して認知症ケアパスの

啓発活動を行い、重症化を予防しつつ地域の理解と協力の下、尊厳が守られ自分らし

く生活できる社会を目指します。 

▋地域ケア会議推進事業 

自立支援や重症化予防を目的とした介護予防のための地域ケア会議を開催し、地域課

題の明確化や多職種間だけでなく、地域住民とも情報共有を図ります。また、個別の

地域ケア会議も継続して実施していきます。また、明らかになった地域課題について

は、その解決に向けて地域ケア推進会議を継続開催し地域づくりや政策提言を進めて

いきます。 

 

４）任意事業 

▋介護給付費適正化事業  

介護給付費の利用実績の通知を行うとともに、ケアプランチェックに取り組みます。  

▋家族介護支援事業  

要介護度４及び要介護度５の方を、介護保険サービス等を利用せず、在宅で介護する

家族の方の負担の軽減を図るための事業を行います。 

  

５）その他の事業  

▋成年後見制度利用支援事業 

高齢者の権利擁護を進めるために、成年後見制度の周知を図ります。 
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▋福祉用具・住宅改修支援事業 

ケアマネジャーと契約していない方が、利用できるように事業を行います。 

▋地域自立生活支援事業 

高齢者のための食の自立支援事業として、週６回を限度として夕食の配達事業を継続

して支援します。 

 

６）一般会計や保健福祉事業等で行う事業 

▋介護予防ポイント事業 

介護予防や有償ボランティアの推進を図るため、介護予防ポイント制度を確立し、地

域課題の解決、介護人材の確保などを進めます。 

▋移動支援事業 

地域住民同士による買い物や通院などの移動支援サービスを進めやすくするため、会

の立ち上げや車両保険料の補助などを行います。 

▋介護用品等購入費助成事業 

要介護４及び要介護５の方を介護している家族の方を対象に、介護用品の購入に係る

費用負担の軽減を図ります。 

▋介護人材育成支援事業補助金 

介護職員の人材確保及び資質の向上を図るため初任者研修の開催費用やスキルアッ

プのための各種研修に係る経費の一部助成を継続して行います。 

 

（３）サービスの質の確保と給付の適正化 

【現状と課題】 

高齢化が進む中で、利用者が安心して質の高い介護サービスを受けられるようにする

ためには、介護人材の確保とスキルアップに取り組む必要があります。また、安定的な

介護保険制度を持続させるためには、適切な介護サービスを提供する必要があります。 

 

【今後の方針】 

制度の要である介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質の向上のため勉強会や研修

会を連携して開催します。また、国、県の方針を踏まえた「新上五島町介護給付適正化

計画」に基づき、介護給付費の増大を抑制し、持続可能な介護保険制度の実現を目指し

ます。 

 

 

 

 

 

 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

区分支給限度額を超えている人数 31人 15人 

被保険者１人あたり給付月額 

の国平均との比較（町/国平均） 
126％ 110％ 
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【具体的な取り組み】 

１）自立支援重度化防止に向けた基本方針の共有 

自立支援・重度化防止に向けたケアネジメントの基本方針を定め、地域包括支援セン

ター・介護支援専門員などと情報を共有します。  

 

２）介護支援専門員の質の向上 

ケアプラン作成等に関する日常的な指導・助言や対応が困難な事例に対する支援を行

うとともに、介護支援専門員同士や介護支援専門員と地域の関係団体等とのネットワ

ークを維持・拡充していきます。また、県と連携して情報提供や講師派遣等、事業所

内研修支援の活用をサービス事業者に周知徹底をしていきます。  

 

３）新上五島町介護給付適正化計画の実施 

国、県の方針を踏まえた計画を着実に進めることで、適切なサービスの確保と費用の

効率化を図り、持続可能な介護保険制度の構築を目指します。 

＜主要５事業＞ 

⚫ 要介護認定の適正化 

⚫ ケアプラン点検 

⚫ 住宅改修・福祉用具購入貸与調査 

⚫ 縦覧点検・医療情報との突合 

⚫ 介護給付費の通知 

＜それ以外＞ 

⚫ 国保連介護給付適正化システムにおける給付実績の活用 

⚫ 集団指導・実地指導 

 

（４）介護人材の確保と資質の向上 

【現状と課題】 

県は、2025（令和７）年度の介護職員数が 1,557人足りないとの見通しを明らかにし

ています。団塊の世代が 75歳以上となる 2025（令和７）年度に、32,122 人の介護職員

と訪問介護員が必要ですが、30,565人にとどまる見通し（県の推計）となっています。

介護分野では、「賃金が低い」「仕事がきつい」といったマイナスイメージや理解不足に

加え、介護職員の高齢化といった本町独自の問題もあり、介護人材の育成と確保は大き

な課題となっています。 
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【今後の方針】 

県の介護人材育成・確保プログラムを参考に、介護人材の確保に向け介護サービス事

業者や教育関係者等と連携した取り組みの実施、介護予防ポイント（ボランティアポイ

ント）の実施を重点的に行うとともに、人材育成のための補助金の活用や県と連携した

上五島圏域介護人材育成・確保対策地域連絡協議会を活用した取り組みを行っていきま

す。 

   

 

 

 

                       ※職員数調べにより（独自調査） 

【具体的な取り組み】 

１）新上五島町介護人材育成支援事業補助金の活用 

町内における介護職員初任者研修の開催費用の助成や町外における各種研修旅費等

の助成を引き続き行っていきます。  

 

２）介護事業者との連携 

新上五島町介護事業所（施設）代表者会議を開催し、町内の介護事業者同士の連携に

よる「介護人材の育成・確保について」の情報交換や協働して実施する啓発活動や労

働環境の見直しに向けた取り組みを進めます。  

 

３）県と連携した取り組みの実施 

県や介護事業者、教育関係者、ハローワーク等の多職種の関係機関と協働して人材確

保・育成の取り組みを進めます。  

⚫ 上五島圏域介護人材育成・確保対策地域連絡協議会の開催 

⚫ 介護職場のイメージアップ事業 

⚫ インターンシップ事業 

⚫ 合同企業説明会の開催 

４）人材確保に向けた取り組み 

元気高齢者の介護サービスへの就労支援や外国人雇用の推進など新たな取り組みを

進めます。  

⚫ 介護予防ポイント制度の導入 

⚫ 有償ボランティアの設立支援 

⚫ 外国人雇用に向けた支援体制の確立 

⚫ 新規従事者のための家賃補助制度や宿舎建設費用の助成など国、県の補助事業等を活用

して取り組んでいきます。 

 

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

介護職員数の維持 591人 591人 
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（５）業務の改善と効率化の推進 

【現状と課題】 

第８期介護保険事業計画から地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の

向上に加え「業務効率化・質の向上に資する事業」の記載が追加されました。具体的に

は、介護ロボット・ICT の活用、文書負担の軽減、元気高齢者の参入による業務改善及

び質の向上などの取り組みを進めることが求められています。 

 

【今後の方針】 

介護現場における業務仕分けや介護ロボット・ICＴの活用、元気高齢者の参入による

業務改善及び質の向上、介護現場のイメージの刷新、文書負担軽減に向けた業務の改善

と効率化を進めることで、介護人材の定着化や人材の確保に努めます。 

   

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）業務の改善と効率化の周知 

介護事業所に業務の改善・効率化について取り組むための意識づけを行うために、先

進事例等の情報の周知を進めます。  

２）介護ロボット・ICT 等の活用 

業務の効率化を図るための介護ロボットや ICTの活用事例を周知するとともに、導入

に向けた取り組みを進めます。  

３）申請手続き文書の削減 

町への申請手続き文書については、国の方針に基づき簡素化を図ります。  

４）元気高齢者の活用 

元気高齢者や介護予防ポイント等を活用し、業務の仕分け及び改善に向けた取り組み

を介護事業者と連携して進めます。 

（６）災害、感染症の対策 

【現状と課題】 

近年の災害発生状況（令和 2 年 7 月の豪雨災害で高齢者施設の被害が相次いだこと

など）や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、これらの災害への備えが課題にな

っています。 

 

  

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

介護ロボット・ICTの導入事業所数 ３事業所 ６事業所 
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【今後の方針】 

災害時の備えについては、地域防災計画との調和に配慮します。また、新型コロナウ

イルス感染症の流行を踏まえ、感染症に備えた取り組みには新型インフルエンザ等対策

行動計画との調和に配慮し、保健所などの関係機関と連携しながら対策を進めます。 

  

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１）災害発生時のマニュアルの実施 

介護事業所においては、災害発生時に備えたマニュアルを作成しているところである

が、実際の災害に備え防災訓練の折にシミュレーションを行う等の取り組みを進めま

す。  

２）災害や感染症に備えた備蓄体制の確立 

災害や感染症に備えた必要物資の備蓄を進めるとともに、調達、輸送体制の確立に向

けた取り組みを進めます。  

３）自主防災組織率の向上 

災害発生に備えた地域の自主防災組織率を向上させるため、地域住民や自治会、関係

機関と連携して取り組みを進めます。  

４）国、県の補助事業の活用 

国及び県の補助事業を活用し、施設整備や備蓄の促進を図るため、介護事業所への情

報の周知を徹底していきます。 

 

  

成果指標 基準値（Ｒ１） 目標値（Ｒ５） 

避難行動計画策定事業所数 ０事業所 全事業所 

自主防災組織数 33団体 44団体 
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第 ５ 章 介護給付対象サービスの見込み 

 

１．介護保険事業量・給付費の推計手順 
 

国の地域包括ケア「見える化」システムの市区町村向け将来推計機能により、令和３

年度から令和５年度における各サービスの見込み量や給付費を推計しました。推計の大

まかな流れは以下のとおりです。 

 

 

▋被保険者及び要介護認定者数の推計

▋施設・居住系サービス利用者数の推計

▋居宅サービス等利用者数の推計

▋サービス見込量の推計

▋給付費の推計

高齢者人口の推計と要介護認定率から、
将来の要介護認定者数を推計します。

施設・居住系サービスの利用実績をもと
に、施設・居住系サービス利用者数を推
計します。

居宅サービスの利用実績をもとに、認定
者数から施設・居住系サービス利用者数
を除いた標準的居宅サービス等受給対象
者数にサービス利用率を乗じて、居宅
サービス・地域密着型サービス・介護予
防サービス・地域密着型介護予防サービ
ス利用者数を推計します。

居宅サービス・地域密着型サービス・介
護予防サービス・地域密着型介護予防
サービス利用者数に各サービス別の利用
率、利用者１人あたり利用回数（日数）
を掛け合わせて、各サービスのサービス
供給量を見込み、各サービス別供給量を
推計します。

将来のサービス供給量に、施設・居住系
サービスの場合は、給付実績をもとに１
月あたりの平均給付費、居宅サービスの
場合は、１回（日）あたりの平均給付費
をそれぞれ乗じて給付費を算定します。

被保険者数の推計

要介護認定者数の推計

施設・居住系サービス

利用者数の推計

居宅サービス対象者数の

見込み

居宅サービス利用者数の

見込み

居宅サービス等利用

見込み量の推計

施設・居住系サービス等

利用見込み量の推計

サービス事業量、事業費、

総給付費の推計

サービス受給率

サービス利用率

利用量、供給率

サービス別給付費

被保険者数の推計

要介護認定者数の推計

施設・居住系サービス

利用者数の推計

居宅サービス対象者数の

見込み

居宅サービス利用者数の

見込み

居宅サービス等利用

見込み量の推計

施設・居住系サービス等

利用見込み量の推計

サービス事業量、事業費、

総給付費の推計

サービス受給率

サービス利用率

利用量、供給率

サービス別給付費
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（１）新上五島町の保険料推計について（１月時点推計） 

 

① 推計に用いる基礎データ 

見える化システムの令和２年９月までの月報データや国保連の令和２年 12 月までの給

付データを基に推計しました。 

 

② 要介護（支援）認定者数の推計 

推計に用いた認定率の伸びは、認定者数の見込みが過度に増減しないように一定とし、

年齢階級別の要介護度別認定率は、直近の実績を利用しました。 

 

③ 施設・居住系サービス利用者数の推計 

推計に用いた利用率の伸びは見込まず一定としました。 

 

④ 居宅サービス利用者数の推計 

推計に用いた利用率の伸びは見込まず一定とし、直近の実績を利用しました。 

推計に用いた１人１月当たりの利用回数は一定としました。 

各サービスの伸び率については、直近（Ｒ２）の利用率をそのままＲ３～Ｒ５及びＲ

７に使用しました。 

 

⑤ その他 

保険料額の算出に必要な数値（「特定入所者介護サービス費等給付額」「高額介護サービ

ス費等給付額」「地域支援事業費」「所得段階別第１号被保険者数」等）については、現

時点での見込み値を入力しています。 

新上五島町の特徴としては、「被保険者１人当たり介護費用額」が県や全国と比べ高い

水準にあります。これは後期高齢者の割合など年齢構成が高く、サービスの利用率が高

いことがあげられます。 
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２．総人口・被保険者数・要介護認定者数の見込み 
 

（１）総人口及び被保険者数の推計 

総人口及び被保険者数の推移及び将来推計は、以下のとおりです。 
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（２）要介護（要支援）認定者数の推計 

要介護（要支援）認定者数の実績値に基づき、令和 3 年度以降の要介護認定者数を

推計しました。 

推計した結果は以下のとおりです。 
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３．施設及び居住系サービスの利用者数の見込み 
 

施設及び居住系サービス利用者数の実績値に基づき、計画期間における施設・居住

系サービスの基盤整備を考慮した上で、令和７年度までの施設・居住系サービス利用

者数を推計しました。 

推計した結果は以下のとおりです。 
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【県に指定・監督権限のある施設・居住系サービス】 

① 介護老人福祉施設 

新たな整備は行われません。第８期計画期間の利用は現状維持と見込みます。 

② 介護老人保健施設 

新たな整備は行われません。第８期計画期間の利用は現状維持と見込みます。 

③ 介護療養型医療施設 

国の方針により平成２３年度末に全廃の予定でしたが、現存するものについては平

成２９年度末まで廃止を猶予され、さらに６年間延長されることになりました。ま

た、日常的な医学管理や看取り・ターミナル等の機能と生活施設としての機能を備え

た新たな介護保険施設「介護医療院」が創設されることになりました。本町には介護

療養型医療施設はなく、第８期計画期間の利用はないものと見込みます。 

④ 特定施設入居者生活介護 

第４期計画期間（平成２２年度）において、特定施設入居者生活介護２箇所の整備

を行いました。第８期計画期間の利用は現状維持と見込みます。 

⑤ 介護予防特定施設入居者生活介護 

新たな整備は行われません。第８期計画期間の利用は現状維持と見込みます。 

 

【町に指定・監督権限のある地域密着型サービス】 

① 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

地域密着型サービスの整備方針に基づき、第８期計画期間において新たな整備は行

わず、本計画期間の利用は現状維持と見込みます。 

② 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

地域密着型サービスの整備方針に基づき、第８期計画期間において新たな整備は行

わず、本計画期間の利用は現状維持と見込みます。 

③ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型サービスの整備方針に基づき、第８期計画期間において新たな整備は行

わず、本計画期間の利用は現状維持と見込みます。 
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４．居宅サービス対象者数の推計 
 

認定者数から施設・居住系利用者数を除すことにより、令和３年度以降の居宅サー

ビス対象者数を推計しました。 

推計した結果は、それぞれ以下のとおりです。 

 

 

 

居宅サービス対象者数の推移と推計 単位：人

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年

要支援1 209 207 194 192 192 191 190

要支援2 175 194 168 168 167 168 168

要介護1 289 293 258 257 262 260 259

要介護2 201 198 241 244 244 247 247

要介護3 150 148 123 119 116 112 114

要介護4 69 74 82 82 81 83 83

要介護5 40 41 49 49 51 49 49

合計 1,133 1,155 1,115 1,111 1,113 1,110 1,110

※平成30年、令和元年は年報、令和2年は見込み、令和3年以降は推計

※対象者数=認定者数-施設・居住系利用者数
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５．給付費の推計 
 

推計した総費用に基づき、サービス別の給付費を推計した結果は以下のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

【介護予防】 単位：千円／回（日）／人

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度
（１）介護予防サービス

介護予防 給付費（千円） 0 0 0 0
訪問入浴介護 回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0

人数（人） 0 0 0 0
介護予防 給付費（千円） 1,061 1,061 1,061 1,061
訪問看護 回数（回） 17.3 17.3 17.3 17.3

人数（人） 4 4 4 4
介護予防 給付費（千円） 0 0 0 0
訪問リハビリテーション 回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0

人数（人） 0 0 0 0
介護予防 給付費（千円） 1,234 1,235 1,235 1,235
居宅療養管理指導 人数（人） 10 10 10 10
介護予防 給付費（千円） 20,308 20,319 20,319 20,319
通所リハビリテーション 人数（人） 51 51 51 51
介護予防 給付費（千円） 2,150 2,151 2,151 2,151
短期入所生活介護 日数（日） 33.4 33.4 33.4 33.4

人数（人） 7 7 7 7
介護予防 給付費（千円） 0 0 0 0
短期入所療養介護（老健） 日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0

人数（人） 0 0 0 0
介護予防 給付費（千円） 2,607 2,607 2,607 2,607
福祉用具貸与 人数（人） 38 38 38 38
特定介護予防 給付費（千円） 945 945 945 945
福祉用具購入費 人数（人） 3 3 3 3
介護予防 給付費（千円） 6,293 6,293 6,293 6,293
住宅改修 人数（人） 4 4 4 4
介護予防 給付費（千円） 3,237 3,238 3,238 3,238
特定施設入居者生活介護 人数（人） 4 4 4 4

（２）地域密着型介護予防サービス
介護予防 給付費（千円） 8,281 8,285 8,285 8,285
小規模多機能型居宅介護 人数（人） 8 8 8 8

（３）介護予防支援 給付費（千円） 4,986 4,989 4,937 4,937
人数（人） 94 94 93 93

合計 給付費（千円） 51,102 51,123 51,071 51,071
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【介護】 単位：千円／回（日）／人

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度
（１）居宅サービス

訪問介護 給付費（千円） 79,802 79,847 79,847 80,216
回数（回） 2,154.3 2,154.3 2,154.3 2,165.7
人数（人） 230 230 230 230

訪問入浴介護 給付費（千円） 9,458 9,464 9,464 9,464
回数（回） 58.9 58.9 58.9 58.9
人数（人） 14 14 14 14

訪問看護 給付費（千円） 24,791 24,804 24,804 24,804
回数（回） 263.4 263.4 263.4 263.4
人数（人） 56 56 56 56

訪問リハビリテーション 給付費（千円） 0 0 0 0
回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0 0

居宅療養管理指導 給付費（千円） 4,392 4,394 4,394 4,394
人数（人） 35 35 35 35

通所介護 給付費（千円） 321,305 317,667 318,200 316,197
回数（回） 3,374.5 3,339.2 3,336.4 3,309.7
人数（人） 264 262 261 258

通所リハビリテーション 給付費（千円） 97,002 97,056 95,079 96,342
回数（回） 928.6 928.6 917.1 920.3
人数（人） 115 115 113 114

短期入所生活介護 給付費（千円） 177,947 178,046 179,612 178,525
日数（日） 2,065.8 2,065.8 2,081.8 2,066.8
人数（人） 137 137 138 137

短期入所療養介護（老健） 給付費（千円） 7,598 7,602 7,602 7,602
日数（日） 62.5 62.5 62.5 62.5
人数（人） 9 9 9 9

短期入所療養介護（病院等） 給付費（千円） 0 0 0 0
日数（日） 0 0 0 0
人数（人） 0 0 0 0

福祉用具貸与 給付費（千円） 42,160 42,375 42,305 41,611
人数（人） 270 271 270 263

特定福祉用具購入費 給付費（千円） 1,704 1,704 1,704 1,704
人数（人） 5 5 5 5

住宅改修費 給付費（千円） 4,941 4,941 4,941 4,941
人数（人） 3 3 3 3

特定施設入居者生活介護 給付費（千円） 126,873 126,943 126,943 126,943
人数（人） 56 56 56 56

（２）地域密着型サービス
給付費（千円） 165,723 165,815 165,815 165,133
回数（回） 1,553 1,553 1,553 1,544
人数（人） 144 144 144 143

認知症対応型通所介護 給付費（千円） 4,918 4,920 4,920 4,920
回数（回） 65.6 65.6 65.6 65.6
人数（人） 8 8 8 8

小規模多機能型居宅介護 給付費（千円） 152,480 152,564 152,564 151,082
人数（人） 62 62 62 61

認知症対応型共同生活介護 給付費（千円） 239,263 239,891 239,871 236,570
人数（人） 78 78 78 77

地域密着型通所介護



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）施設サービス
介護老人福祉施設 給付費（千円） 591,791 592,992 594,379 594,379

人数（人） 202 202 202 202
介護老人保健施設 給付費（千円） 515,216 515,982 516,302 516,302

人数（人） 165 165 165 165
介護医療院 給付費（千円） 0 0 0 0
（介護療養型医療施設含む） 人数（人） 0 0 0 0

（４）居宅介護支援 給付費（千円） 110,273 110,334 110,177 109,238
人数（人） 630 630 629 625

合計 給付費（千円） 2,677,637 2,677,341 2,678,923 2,670,367

単位：千円

令和3年 令和4年 令和5年 令和7年
給付費（千円） 1,252,359 1,249,418 1,249,261 1,244,006
給付費（千円） 369,373 370,072 370,052 366,751
給付費（千円） 1,107,007 1,108,974 1,110,681 1,110,681
給付費（千円） 2,728,739 2,728,464 2,729,994 2,721,438

施設サービス

総給付費

【総給付費】

在宅サービス
居住系サービス
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６．サービスの見込み量の確保のための方策 
 

介護給付に係る介護給付等対象サービスの見込み量確保については、介護給付等対象

サービスの事業を行う意向がある事業者の把握に努め、また、新しい総合事業を展開す

るため多様な事業者の参入を促進する方策を図っていきます。特に、地域密着型サービ

ス、地域密着型介護予防サービスについては、市町村がみずから、その実情に応じ、地

域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスに係る審査及び指導監督を行うととも

に、その基準の設定、同サービスの介護報酬の設定を行うことができることから、本町

においては、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスの適切な運営を図るた

め、地域密着型サービス運営委員会を設置し、事業者指定、指定基準及び介護報酬の設

定を行う際に、被保険者その他の関係者の意見を反映させることとしています。 

また、近年の介護給付費等の動向、今後の高齢者数の推移、地域包括ケアシステムの

構築による介護予防の効果を考慮すると共に、社会環境の変化についても考察し、バラ

ンスのとれた介護給付等対象サービスの見込みに努めます。 
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７．2025（令和７）年の姿 
 

本町の総人口は、団塊の世代が 75歳以上となる令和７年には 15,017人で、令和２年

の人口と比べ 3,507 人減少すると推計されています。 

高齢者数は令和２年の 7,727人から令和７年は 7,280人と 447 人減少しますが、総人

口の減少幅ほど大きくありません。 

年少人口や生産年齢人口が大幅に減少する中で高齢者人口の減少は小幅にとどまる

ことから、高齢化率は令和２年の 41.7％から令和７年には 48.5％と、概ね住民の２人

に１人が高齢者という社会になっています。 

介護を必要とする要介護認定者数は、令和２年の 1,608人から令和７年には 1,614 人

と６人増加し、要介護３以上の中重度の認定者数も令和２年の 602人から令和７年には

619 人と 17 人増加すると予想されます。介護を必要とする人の数は横ばい傾向になる

見込みですが、これらの人を支える人は大きく減少していくことが予想されており、「支

える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、

一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域共

生社会の実現を早急に構築していくことが求められています。 

保険料は現状のまま推移すると仮定すると、第７期の 6,800 円から令和７年度は

7,946円となります。 

 

 

▋本町の人口の推移

単位 令和2年 指数 令和7年 指数

総人口 人 18,524 100.0 15,017 81.1

高齢者数 人 7,727 100.0 7,280 94.2

高齢化率 ％ 41.7 - 48.5 -

▋本町の要介護認定者数の推移

単位 令和2年 指数 令和7年 指数

要介護認定者数 人 1,608 100.0 1,614 100.4

要介護認定率 ％ 20.8 - 22.2 -

要介護3以上の中重度者数 人 602 100.0 619 102.8

要介護認定者に占める重度者の割合 ％ 37.4 - 38.4 -

▋本町の保険料の推移

単位 第7期 指数 第8期 指数 令和7年度 指数

第1号被保険者保険料 円 6,800 100.0 7,100 104.4 7,946 116.9



 

81 

８．2040（令和 22）年の姿 
 

本町の総人口は、団塊の世代の子ども世代が 65歳以上となる令和 22年には 9,323 人

で、令和２年の人口と比べ 9,201人減少すると推計されています。 

高齢者数は令和２年の 7,727 人から令和 22 年は 5,637 人と 2,090 人減少しますが、

総人口の減少幅ほど大きくありません。 

年少人口や生産年齢人口が大幅に減少する中で高齢者人口の減少は小幅にとどまる

ことから、高齢化率は令和２年の 41.7％から令和 22年には 60.5％と、概ね住民の３人

に２人が高齢者という社会になっています。 

介護を必要とする要介護認定者数は、令和２年の 1,608 人から令和 22 年には 1,521

人と 87 人減少する見込みです。要介護３以上の中重度の認定者数は令和２年の 602 人

から令和 22年には 585人と 17人減少すると予想されます。令和７年と同様に、介護を

必要とする人の数はほぼ横ばい傾向になる見込みですが、これらの人を支える人は大き

く減少していくことが予想されており、地域共生社会の実現を早急に構築していくこと

が求められています。 

保険料は現状のまま推移すると仮定すると、第７期の 6,800 円から令和 22 年度は

10,102円となります。 

 

 

▋本町の人口の推移

単位 令和2年 指数 令和22年 指数

総人口 人 18,524 100.0 9,323 50.3

高齢者数 人 7,727 100.0 5,637 73.0

高齢化率 ％ 41.7 - 60.5 -

▋本町の要介護認定者数の推移

単位 令和2年 指数 令和22年 指数

要介護認定者数 人 1,608 100.0 1,521 94.6

要介護認定率 ％ 20.8 - 27.0 -

要介護3以上の中重度者数 人 602 100.0 585 96.2

要介護認定者に占める重度者の割合 ％ 37.4 - 38.5 -

▋本町の保険料の推移

単位 第7期 指数 第8期 指数 令和22年度 指数

第1号被保険者保険料 円 6,800 100.0 7,100 104.4 10,102 148.6
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第 6 章 費用の見込み及び保険料の算出 

 

１．介護保険事業の費用の見込み 
 

事業量の見込みに基づき算出した介護保険給付費（標準給付見込額及び地域支援事

業費）は下記のとおりです。 

 

 

①標準給付費
令和3年 令和4年 令和5年 合計 令和7年

標準給付費見込額（A） 2,926,095,912円 2,914,284,389円 2,915,786,079円 8,756,166,380円 2,907,098,086円

総給付費 2,728,739,000円 2,728,464,000円 2,729,994,000円 8,187,197,000円 2,721,438,000円

特定入所者介護サービス費等給付額（財政影響額調整後）117,382,478円 106,253,015円 106,054,001円 329,689,494円 105,990,711円
特定入所者介護サービス費等給付額 139,895,388円 140,068,525円 139,808,819円 419,772,732円 139,722,250円
補足給付の見直しに伴う財政影響額 22,512,910円 33,815,510円 33,754,818円 90,083,238円 33,731,539円

高額介護サービス費等給付額（財政影響額調整後） 70,022,606円 69,917,918円 69,788,280円 209,728,804円 69,745,067円
高額介護サービス費等給付額 70,404,833円 70,491,968円 70,361,266円 211,258,067円 70,317,698円
高額介護サービス費等の見直しに伴う財政影響額 382,227円 574,050円 572,986円 1,529,263円 572,631円

高額医療合算介護サービス費等給付額 7,683,432円 7,378,248円 7,682,808円 22,744,488円 7,658,724円
算定対象審査支払手数料 2,268,396円 2,271,208円 2,266,990円 6,806,594円 2,265,584円
審査支払手数料一件あたり単価 74円 74円 74円 74円 74円
審査支払手数料支払件数 30,654件 30,692件 30,635件 91,981件 30,616件

②地域支援事業費
令和3年 令和4年 令和5年 合計 令和7年

地域支援事業費（B） 176,417,623円 177,344,623円 177,248,623円 531,010,869円 164,205,241円

介護予防・日常生活支援総合事業費 93,510,623円 94,566,623円 94,566,623円 282,643,869円 81,187,306円
包括的支援事業（地域包括支援センター運営）、任意事業費 56,133,000円 56,004,000円 55,908,000円 168,045,000円 55,870,935円
包括的支援事業（社会保障充実分） 26,774,000円 26,774,000円 26,774,000円 80,322,000円 27,147,000円
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２．第１号被保険者保険料の算出方法 
 

（１）第１号被保険者保険料設定の基本的な考え方 

① 標準段階の見直し 

第 1号介護保険料については、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定を行う観

点から、第 6期介護保険事業計画において 6段階から、標準 9 段階に見直しました。

第 8期計画における保険料設定は、引き続き標準 9段階を継続します。 

 

② 財政安定化基金償還金について 

財政安定化基金とは県に設置され、介護保険事業の計画期間内で財源不足が生じる場

合、基金から資金の貸付を受けて事業の財源確保を図るものです。貸付を受けた場合、

次期の計画期間で償還することになりますが、第 7期において借入はなく、第 8期計画

においては財政安定化基金への償還はありません。 

 

③ 保険者機能強化推進交付金等について 

 保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金とは、高齢者の自立支

援・重度化防止等に向けた取組を支援するための交付金です。第 8期計画から地域支援

事業等の財源として活用し、介護予防や介護度の改善に向けた取組を実施します。 

 

④ 介護給付費準備基金について 

介護給付費準備基金とは、介護保険事業の安定化を目的として町に設置するものであ

り、計画期間内で余剰金が出た場合、基金へ積み立てを行い、次期計画期間において基

金取崩を行い保険料の上昇抑制に充当するために設置しています。 

今後も基金の趣旨に沿い、剰余金が出た場合は、介護給付費準備基金へ積み立ててい

くこととします。 

 

⑤ 低所得者層の保険料の軽減 

国の動向に即して、住民税非課税の第１号被保険者を対象とした介護保険料の軽減措

置を行い、円滑な介護保険の運営に努めます。 
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（２）第１号被保険者保険料 

第８期計画期間の介護保険料は、令和３年度から令和５年度の３年間について決定さ

れることとなっています。 

第 1号被保険者の保険料基準額（月額）の算出手順は以下のとおりです。 

 

 

 

■介護保険料の算出手順

標準給付費見込額

8,756,166,380円

＋

地域支援事業費

531,010,869円

第１号被保険者

負担相当額

2,136,050,767円

市町村特別

給付費等

6,523,200円

第１号被保険者

負担分 23.0％

準備基金

取崩額

49,000,000

保険料必要

収納額

1,728,723,480円

保険料必要

収納額

1,728,723,480円

予定保険料

収納率

９９．００％

所得段階別加入割合補

正後第1号被保険者数

20,496人（3年間）

保険料見込額

（年額）

85,196円

保険料見込額

（年額）

85,196円
12月

保険料見込額（月額）

7,100円

調整交付金

差額

354,950,488円

第１号被保険者

負担相当額

2,136,050,767円

交付金等

見込額

9,900,000
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第１号被保険者の保険料推計
令和3年 令和4年 令和5年 合計

第1号被保険者数 7,699人 7,704人 7,681人 23,084人
前期(65～74歳) 3,627人 3,608人 3,588人 10,823人
後期(75〜84歳) 2,481人 2,470人 2,474人 7,425人
後期(85〜) 1,591人 1,626人 1,619人 4,836人
所得段階別加入割合

第1段階 28.6% 28.6% 28.6% 28.6%
第2段階 12.2% 12.2% 12.2% 12.2%
第3段階 8.7% 8.7% 8.7% 8.7%
第4段階 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%
第5段階 9.6% 9.6% 9.6% 9.6%
第6段階 13.7% 13.7% 13.7% 13.7%
第7段階 9.9% 9.9% 9.9% 9.9%
第8段階 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%
第9段階 3.3% 3.3% 3.3% 3.3%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

所得段階別被保険者数
第1段階 2,202人 2,204人 2,198人 6,604人
第2段階 937人 938人 935人 2,810人
第3段階 666人 667人 665人 1,998人
第4段階 869人 869人 866人 2,604人
第5段階 738人 739人 736人 2,213人
第6段階 1,053人 1,053人 1,050人 3,156人
第7段階 759人 759人 757人 2,275人
第8段階 223人 223人 223人 669人
第9段階 252人 252人 251人 755人
合計 7,699人 7,704人 7,681人 15,385人

所得段階別加入割合補正後被保険者数（C） 6,837人 6,840人 6,820人 20,496人
弾力化をした場合の所得段階別加入割合補正後被保険者数（C'）

標準給付費見込額（A） 2,926,095,912円 2,914,284,389円 2,915,786,079円 8,756,166,380円

地域支援事業費（B） 176,417,623円 177,344,623円 177,248,623円 531,010,869円
第1号被保険者負担分相当額（D） 713,578,113円 711,074,673円 711,397,981円 2,136,050,767円

調整交付金相当額（E） 150,980,327円 150,442,551円 150,517,635円 451,940,512円
調整交付金見込額（I） 278,408,000円 270,797,000円 257,686,000円 806,891,000円
調整交付金見込交付割合（H） 9.22% 9.00% 8.56%

後期高齢者加入割合補正係数（F） 0.9197 0.9308 0.9519
所得段階別加入割合補正係数（G） 0.8877 0.8877 0.8877

財政安定化基金拠出金見込額（J） 円
財政安定化基金拠出率

財政安定化基金償還金 円 円 円 円
準備基金の残高（前年度末の見込額） 80,000,000円
準備基金取崩額 49,000,000円
審査支払手数料1件あたり単価 74.00円 74.00円 74.00円
審査支払手数料支払件数 30,654件 30,692件 30,635件
審査支払手数料差引額（K）
市町村特別給付費等 1,087,200円 2,174,400円 3,261,600円 6,523,200円
市町村相互財政安定化事業負担額 円
保険者機能強化推進交付金等見込額 9,900,000円
保険料収納必要額（L） 1,728,723,480円

予定保険料収納率

保険料の基準額

年額 85,196円
月額 7,100円

0.000%

99.00%
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①第７期の第１号被保険者の保険料の基準額（月額）

6,800円

②市町村特別給付費等や準備基金取崩額等の影響及び第７期の第１号被保険者の保険料基準額との比較

第８期の１号被保険者の介護保険料の基準
額；保険料（月額）

7,100円 -

市町村特別給付費等の影響額 27円 -

保険者機能強化推進交付金等の影響額 41円 -

準備基金取崩額の影響額 201円 -

第７期→第８期の増減率
（保険料の基準額）

4.4% -

介護保険料基準額（月額）の内訳（概算）

金額 構成比
総給付費 6,276円 85.5%

在宅サービス 2,875円 39.2%
居住系サービス 851円 11.6%
施設サービス 2,550円 34.7%

その他給付費 537円 7.3%
地域支援事業費 502円 6.8%
財政安定化基金（拠出金見込額＋償還金） 0円 0.0%
市町村特別給付費等 27円 0.4%

保険料収納必要額（月額）（※準備基金取崩前） 7,342円 100.0%

保険者機能強化推進交付金等 41円 0.6%

準備基金取崩額 201円 2.7%

基準保険料額（月額） 7,100円 96.7%

保険料基準額

（参考）第７期→第８期の増減率
（保険料基準額に対する弾力化をし
た場合の保険料額）

第７期の第１号被保険者の
保険料の基準額（月額）

第８期の第１号被保険者の介護保険
料基準額に対する弾力化をした場合
の保険料額；保険料（月額）

市町村特別給付費等の影響額

準備基金取崩額の影響額

保険者機能強化推進交付金等の影響額
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３）介護保険料の弾力化に伴う所得段階別負担割合 

本町では、第７期に引き続き、第８期でも標準９段階で以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３～５年度の第１号被保険者の所得段階別保険料

所得段階 対象者
基準額に

対する割合
年額

（月額）

第１段階
生活保護を受けている方。住民税非課税世帯で老齢福祉年
金を受けている方。住民税非課税世帯で前年の合計所得金
額＋課税年金収入額が80万円以下の方

基準額
×0.50

42,600円
（3,550円）

第２段階
住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額＋課税年金収入
額が80万円超120万円以下の方

基準額
×0.75

63,900円
（5,325円）

第３段階
住民税が非課税世帯で、前年の合計所得金額＋課税年金収
入額が120万円超の方

基準額
×0.75

63,900円
（5,325円）

第４段階
住民税が世帯に課税されているが、本人が住民税非課税
で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の
方

基準額
×0.90

76,680円
（6,390円）

第５段階
（基準）

住民税が世帯に課税されているが、本人が住民税非課税
で、上記以外の方

基準額
×1.00

85,200円
（7,100円）

第６段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満
の方

基準額
×1.20

102,240円
（8,520円）

第７段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上
210万円未満の方

基準額
×1.30

110,760円
（9,230円）

第８段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上
320万円未満の方

基準額
×1.50

127,800円
（10,650円）

第９段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上
の方

基準額
×1.70

144,840円
（12,070円）
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１．新上五島町介護保険運営協議会委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 所属団体等 氏　　　　　名 備　考

新上五島町健康保険課 畑下　幸治 会長

新上五島町福祉課 津田　高志

新上五島町地域包括支援センター 林田　京子

新上五島町教育委員会生涯学習課 道下　玲子

新上五島町総合政策課 松田　有希子

被保険者代表（第1号被保険者） 増田 　博　

被保険者代表（第1号被保険者） 峯　昭市　

被保険者代表（第2号被保険者） 市川　久美　

被保険者代表（第2号被保険者） 荒木　愛一郎

長崎県上五島病院 神田　　聡

長崎県上五島病院附属診療所
有川医療センター

白浜　　敏

福江南松歯科医師会 山村　雄治

老人保健施設等代表 平本　高嗣

老人福祉施設等代表 大水　　敏

新上五島町居宅介護支援事業者
連絡協議会

下原　香代子

老人福祉施設等相談員 谷本　達也 副会長

新上五島町社会福祉協議会 前田　種俊

生活支援コーディネーター代表 川端　　繁

新上五島町民生委員・児童委員
協議会代表

荒木　宏匡

新上五島町民生委員・児童委員
協議会代表

松坂　　威

駐在員代表 平田　六朗

駐在員代表 枡田　重忠

老人クラブ代表 中野　育雄

老人クラブ代表 江濱　喜郎

女性団体代表 前田　あおい

女性団体代表 杉　　師江

ボランティア団体代表 宮脇　　譲

ボランティア団体代表 前田　真由美

駐
在
員
・
老
人
ク
ラ
ブ
・
女
性
団
体
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体

行
政

被
保
険
者

医
療
関
係
者

福
祉
・
介
護
・
民
生
関
係
者
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２．町内介護事業所一覧（R2.12.1 現在） 
 
 介護老人福祉施設

事業所名 所在地 備考

特別養護老人ホーム「わかまつ」 若松郷２８８ 定員　　30

特別養護老人ホーム「芳寿荘」 今里郷６１０ 定員　　55

特別養護老人ホーム「つばきの里」 浦桑郷１００８－５ 定員　　30

特別養護老人ホーム「つつじが丘」 有川郷２３６９－１ 定員　　50

特別養護老人ホーム「福見の園」 岩瀬浦郷３１－１ 定員　　30

介護老人保健施設

事業所名 所在地 備考

老人保健施設「つくしの里」 鯛ノ浦郷437ー1 定員　　80

老人保健施設「グリーンヒルかみごとう」 浦桑郷643-1 定員　　80

短期入所療養介護（ショートステイ医療）事業所

事業所名 所在地 備考

老人保健施設「つくしの里」 鯛ノ浦郷437ー1

老人保健施設「グリーンヒルかみごとう」 浦桑郷643-1

短期入所生活介護（ショートステイ）事業所

事業所名 所在地 備考

わかまつ短期入所生活介護事業所 若松郷288 定員　　10

社会福祉法人医仁福祉会芳寿荘 今里郷６１０ 定員　　　3

グリーンヒルかみごとう短期入所生活介護事業所 浦桑郷643-1 定員　　38

短期入所生活介護事業所「つばきの里」 浦桑郷１００８－５ 定員　　10

短期入所生活介護事業所「つつじが丘」 有川郷２３６９－１ 定員　　　2

特別養護老人ホーム「福見の園」 岩瀬浦郷３１－１ 定員　　10

短期入所生活介護事業所「つくしの里」 鯛ノ浦郷437ー1 定員　　　4

訪問介護（ホームヘルプ）事業者

事業所名 所在地 備考

若松訪問介護事業所 若松郷277－7

上五島訪問介護事業所 青方郷1379－1

新魚目訪問介護事業所 小串郷1448

有川訪問介護事業所 有川郷2360－8

奈良尾訪問介護事業所 奈良尾郷1069－1

新上五島訪問介護事業所 奈摩郷910ー10

訪問介護ステーション「オハナ」 阿瀬津郷588-1

訪問入浴介護事業所

事業所名 所在地 備考

上五島訪問入浴介護事業所 青方郷1379－1

訪問看護事業所

事業所名 所在地 備考

上五島病院指定訪問看護ステーション 青方郷1549-11

上五島病院附属診療所奈良尾医療センター 奈良尾郷字新港1000

通所介護（デイサービス）事業者

事業所名 所在地 備考

デイサービスセンター上五島 青方郷1379-1

奈良尾デイサービスセンター「しおさい」 奈良尾郷1069-1

社会福祉法人医仁福祉会「芳寿荘」 今里郷610

通所介護事業所「つつじが丘」 有川郷2369-1

新上五島デイサービスセンター 奈摩郷910－10

デイサービスセンター　たかのしの杜 奈摩郷379－1
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通所リハビリテーション（デイケア）事業所

事業所名 所在地 備考

通所リハビリテーション事業所「つくしの里」 鯛ノ浦郷437ー1 定員　　40

グリーンヒルかみごとう通所リハビリテーション事業所 浦桑郷643-1 定員　　35

認知症対応型通所介護（デイサービス）事業者

事業所名 所在地 備考

有限会社「あやめの里」　　　　　　　　 鯛ノ浦郷397-4 共用型　　3

地域密着型通所介護（デイサービス）事業者

事業所名 所在地 備考

北魚目デイサービスセンター 小串郷1448

有川デイサービス事業所「ふれあい」 有川郷2360-8

デイサービスセンター「わかまつ」 若松郷288

通所介護事業所「つばきの里」 浦桑郷1008-5

デイサービスセンター「なごみ」 奈摩郷910-44

通所介護　ひろんた村居間 鯛ノ浦郷87－658

認知症対応共同生活介護事業所（グループホーム）

事業所名 所在地 備考

グループホーム「さくら」 青方郷1379-1 定員　　18

有限会社「あやめの里」 鯛ノ浦郷397-4 定員　　18

「ゆうあいホーム今里」 今里郷251-32 定員　　18

グループホーム「あいりん」 奈摩郷910-10 定員　　18

小規模多機能型介護事業者

事業所名 所在地 備考

小規模多機能ホーム「ゆめの郷」 今里郷251－32 定員　　25

小規模多機能ホーム「さんくす」 間伏郷70-1-2 定員　　29

小規模多機能ホーム「かんろ」 奈良尾郷995-2 定員　　25

福祉用具貸与・販売事業者

事業所名 所在地 備考

新上五島町社会福祉協議会福祉用具貸与事業所 青方郷1379-1 貸与

株式会社上五島アンプク 浦桑郷1284 貸与・販売

福祉用具貸与事業所　すまいるはあと 奈摩郷910-10 貸与

居宅介護支援（ケアプラン作成）事業所

事業所名 所在地 備考

若松居宅介護支援事業所 若松郷277－7

上五島居宅介護支援事業所 青方郷1379－1

新魚目居宅介護支援事業所 小串郷1448

有川居宅介護支援事業所 有川郷2360－8

奈良尾居宅介護支援事業所 奈良尾郷1069－1

居宅介護支援事業所特別養護老人ホーム「わかまつ」 若松郷２８８

社会福祉法人医仁福祉会「芳寿荘」 今里郷６１０

居宅介護支援事業所「つばきの里」 浦桑郷１００８－５

特別養護老人ホーム「つつじが丘」 有川郷２３６９－１

老人保健施設「グリーンヒルかみごとう」居宅介護支援事業所 浦桑郷643-1

居宅介護支援事業所「つくしの里」 鯛ノ浦郷437ー1

新上五島居宅介護支援事業所 奈摩郷910-10

居宅介護支援事業所「甘露」 奈良尾郷995-2

あやめの里居宅介護支援事業所 鯛ノ浦郷397-4

オハナ居宅介護支援事業所 阿瀬津郷588-1

有料老人ホーム等

事業所名 所在地 備考

新魚目高齢者生活福祉センター「やすらぎの里」 小串郷1448 定員　　20

養護老人ホーム「朝海荘」 奈良尾郷805-1 定員　　50

特定施設入居者生活介護事業所「グリーンケアかみごとう」 浦桑郷617-1 定員　　20

住宅型有料老人ホーム「陽だまりの家新館」 奈摩郷910-41 定員　　11

住宅型有料老人ホーム「ひろんた村母屋」 鯛ノ浦郷87－658 定員　　　6
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３．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果から 
 

 

◼ 調査の目的 

 本調査は、要介護状態になる前の高齢者について、要介護状態になるリスクの発生状況及

び各種リスクに影響を与える日常生活の状況を把握し、地域の抱える課題を特定すること

を目的に実施しました。 

 

◼ 調査対象 

 町内に居住する要介護認定を受けていない高齢者（一般高齢者及び要支援認定者）

3,100 人 

 

◼ 調査期間及び調査方法 

 調査期間：令和元年 12 月～令和 2 年 1 月 

 調査方法：郵送による調査票の配布・回収 

 

■ 回収状況 

有効回収票 1,666 件、有効回収率 53.7％（1,666 件／3,100 件） 

 

（１）からだを動かすことについて 

①運動器リスクの保有者の割合 

足腰を中心とした高齢者の運動機能に関する質問を行いました。以下の５つの質問

でアミがついた回答に３つ以上該当する場合に、運動機能の低下に疑いがあるとされ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動器のリスク保有者の割合は、町全体で 18.7％となっており、性別にみると、

「女性」でリスク保有者の割合が高くなっています。年代が上がるにつれてリスク保

有者の割合が高くなる傾向が認められ、特に「女性」でリスク保有者の割合が高くな

る傾向が認められます。 

 

【運動器の評価・分析方法】

できるし、
している

できるけど
していない

できるし、
している

できるけど
していない

できるし、
している

できるけど
していない

何度もある 1度ある

とても不安

である

やや不安で

ある

あまり不安

ではない

不安ではな

い

＊上記の質問でアミがかかった回答に３つ以上該当する場合に、運動機能の低下に疑いがあるとされます。

転倒に対する不安は大きいですか

15分位続けて歩いていますか できない

過去1年間に転んだ経験がありますか ない

設問内容 配点と回答

階段や手すりを壁をつたわらずに昇っていますか できない

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか できない
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＜日常生活圏域別＞ 

運動器リスク保有者の割合が町全体を超えている圏域は、「若松」と「上五島」で、

特に「若松」の割合が高くなっています。 
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性・年代別比較
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町全体

 

18.7%

21.1%

18.9%

16.7%

18.2%

18.6%
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町全体 n=1,666

若松地区 n=303

上五島地区 n=350

新魚目地区 n=318

有川地区 n=357

奈良尾地区 n=338

日常生活圏域別
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②閉じこもり傾向のある高齢者の割合 

閉じこもり傾向に関する質問を行いました。以下の質問に対する回答結果により、

閉じこもり傾向のある高齢者として推測されます。 

 

 

 

 

 

閉じこもり傾向のある高齢者の割合は、町全体で 23.0％となっており、性別にみる

と、「女性」で該当する高齢者の割合が高くなっています。年代が上がるにつれて該当

する高齢者の割合が高くなる傾向が認められ、特に「女性」で該当する高齢者の割合

が高くなる傾向が認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常生活圏域別＞ 

閉じこもり傾向のある高齢者の割合が町全体の平均を超えている圏域は、「若松」と

「新魚目」で、特に「若松」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【閉じこもり傾向の評価・分析方法】

ほとんど外
出しない

週1回 週2～4回 週5回以上

＊上記のアミがかかっているところに該当すると閉じこもり傾向の疑いがあるとされます。

週に1回以上は外出していますか

設問内容 配点と回答

23.0%

18.3%

26.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

町全体

n=1,666

男性

n=764

女性

n=902

町全体・性別

13.8% 13.4%

16.7%

23.3%

33.9%

14.9%

20.0%

28.6%

34.8%

54.2%

14.4%
17.1%

22.8%

29.5%

44.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

性・年代別比較

男性

女性

町全体

23.0%

34.0%

19.4%

23.6%

18.2%

21.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

町全体 n=1,666

若松地区 n=303

上五島地区 n=350

新魚目地区 n=318

有川地区 n=357

奈良尾地区 n=338

日常生活圏域別
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③昨年と比べた外出回数の増減 

昨年と比べた外出回数の増減をみると、『減っている（「とても減っている」＋「減

っている」）』としている人の割合は、町全体で 24.0％となっており、性別にみると、

「女性」の割合が高くなっています。年代が上がるにつれて『減っている』の割合が

高くなる傾向が認められます。 

 

＜町全体及び性別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜性別・年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6%

3.4%

3.8%

20.4%

16.4%

23.8%

34.9%

33.9%

35.7%

40.0%

45.4%

35.4%

1.1%

0.9%

1.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

町全体
n=1,666

男性
n=764

女性
n=902

とても減っている 減っている あまり減っていない

減っていない 無回答

3.6%

0.7%

2.3%

2.0%

7.8%

3.6%

0.6%

1.8%

3.3%

5.6%

16.9%

20.4%

9.7%

10.5%

13.1%

26.9%

26.8%

14.4%

15.6%

23.3%

36.6%

37.3%

34.9%

30.3%

32.0%

35.4%

35.2%

39.3%

38.1%

33.8%

41.4%

33.9%

22.0%

40.0%

59.3%

55.2%

47.5%

29.5%

26.8%

47.0%

47.1%

31.4%

21.1%

23.7%

1.1%

0.0%

0.0%

2.0%

0.5%

3.6%

0.0%

1.8%

0.5%

3.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

町全体 n=1,666

65～69歳 n=145

70～74歳 n=172

75～79歳 n=198

80～84歳 n=193

85歳以上n=56

65～69歳 n=181

70～74歳 n=225

75～79歳 n=210

80～84歳 n=227

85歳以上n=59

男
性

女
性

とても減っている 減っている あまり減っていない 減っていない 無回答

男

性

女

性
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＜家族構成別＞ 

昨年と比べて外出回数が『減っている（「とても減っている」＋「減っている」）』と

している人の割合は「１人暮らし」の 31.7％が最も多く、これに「息子・娘との２世

帯」の 29.1％が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常生活圏域別＞ 

昨年と比べて外出回数が『減っている（「とても減っている」＋「減っている」）』と

している人の割合が町全体の平均を超えている圏域は、「若松」、「奈良尾」、「新魚目」

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1%

2.7%

1.1%

5.7%

3.8%

13.0%

27.6%

16.7%

10.9%

23.4%

19.9%

26.1%

36.8%

36.2%

34.8%

36.5%

22.4%

26.1%

30.6%

43.4%

53.3%

33.9%

52.6%

17.4%

0.9%

1.0%

0.0%

0.5%

1.3%

17.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

１人暮らし

n=435

夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）

n=768

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下）

n=92

息子・娘との２世帯

n=192

その他

n=156

無回答n=23

とても減っている 減っている あまり減っていない 減っていない 無回答

3.6%

4.3%

2.9%

4.1%

3.6%

3.3%

20.4%

20.1%

17.4%

23.3%

16.5%

25.1%

34.9%

37.3%

34.9%

29.9%

36.1%

36.1%

40.0%

37.0%

44.0%

42.1%

41.7%

34.6%

1.1%

1.3%

0.9%

0.6%

2.0%

0.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

町全体 n=1,666

若松地区n=303

上五島地区n=350

新魚目地区n=318

有川地区n=357

奈良尾地区n=338

とても減っている 減っている あまり減っていない 減っていない 無回答
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④外出を控えている理由 

町全体でみると、外出を控えている理由は「足腰などの痛み」の 61.8％が最も高

く、以下、「交通手段がない」20.7％、「トイレの心配」19.4％、「病気」18.0％が続い

ています。 

性別にみると、「男性」は「外での楽しみがない」、「耳の障害」の割合が比較的高

く、「女性」では「足腰の痛み」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.0%

4.0%

61.8%

19.4%

14.3%

9.3%

15.6%

8.2%

20.7%

8.2%

1.6%

21.2%

6.6%

46.4%

17.9%

19.2%

7.9%

19.2%

11.3%

18.5%

7.9%

2.0%

15.9%

2.2%

72.1%

20.4%

11.1%

10.2%

13.3%

6.2%

22.1%

8.4%

1.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

病気

障害(脳卒中の後遺症など)

足腰などの痛み

トイレの心配(失禁など) 

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

外での楽しみがない

経済的に出られない

交通手段がない

その他

無回答

町全体・性別

町全体

n=377

男性

n=151

女性

n=226
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（２）食べることについて 

①低栄養状態にある高齢者 

身長と体重から算出されるＢＭＩ（Body Mass Index、WHO で定めた肥満判定の

国際基準）が 18.5 以下の場合に加え、「６か月間で 2～3Kg の体重減少があった」人

を、低栄養状態にある高齢者として判定します。 

 

 

 

 

 

 

 

低栄養状態にある高齢者の割合は町全体で 1.7％となっており、低栄養状態が疑われ

る高齢者と比べ 5.4 ポイント低くなっています。性別による大きな差は認められませ

ん。性・年代別にみると、最も高くなっている年代は男性が「75～79 歳」、「女性」は

「85 歳以上」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常生活圏域別＞ 

日常生活圏域別にみると、低

栄養状態にある高齢者の割合は

「上五島」の 2.3％が最も高

く、これに「有川」の 2.0％が

続いています。 

 

 

 

 

 

【低栄養状態にある高齢者の評価・分析方法】

＊上記の質問のいずれにも該当する場合、低栄養状態にある高齢者として判定されます。

６か月間で２～３kgの体重減少がありましたか はい いいえ

設問内容 配点と回答

ＢＭＩ（体重(kg)÷{身長(m)×身長(m)} 18.5以下 18.6以上

1.7% 1.7% 1.8%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

町全体

n=1,666

男性

n=764

女性

n=902

町全体・性別

0.0% 0.6%

3.5%

2.1%
1.8%

1.7%

1.3%

1.0%

2.6%
3.4%

0.9%
1.0%

2.2%

2.4%

2.6%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

性・年代別比較

男性

女性

町全体

1.7%

1.7%

2.3%

0.9%

2.0%

1.8%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0%

町全体 n=1,666

若松地区 n=303

上五島地区 n=350

新魚目地区 n=318

有川地区 n=357

奈良尾地区 n=338

日常生活圏域別
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②口腔機能が低下している高齢者 

「半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」に加え、嚥下機能、肺炎発

症リスクを問う質問で 2 問以上が該当する場合を、口腔機能が低下している高齢者と

して判定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

口腔機能が低下している高齢者の割合は町全体で 24.1％となっており、咀しゃく機

能の低下が疑われる高齢者の割合と比べ 7.2 ポイント低くなっています。性別による

大きな差は認められません。性別に関わらず年代が上がるにつれて該当する高齢者の

割合が高くなる傾向が認められ、「女性」の「85 歳以上」を 40.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常生活圏域別＞ 

日常生活圏域別にみる

と、口腔機能が低下してい

る高齢者の割合は「上五

島」の 26.3％が最も高く、

これに「有川」の 25.2％が

続いています。 

 

 

 

 

【口腔機能の低下している高齢者の評価・分析方法】

＊上記の３問のうち２問に該当する場合、口腔機能の低下している高齢者として判定されます。

お茶や汁物等でむせることがありますか（嚥下機能） はい いいえ

口の渇きが気になりますか（肺炎発症リスク） はい いいえ

設問内容 配点と回答

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか はい いいえ

24.1% 24.6% 23.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

町全体

n=1,666

男性

n=764

女性

n=902

町全体・性別

17.2%

22.1% 24.7%

30.1%

32.1%

18.2%
21.3%

21.4%

28.2%

40.7%

17.8%

21.7%
23.0%

29.0% 36.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

性・年代別比較

男性

女性

町全体

24.1%

19.8%

26.3%

23.6%

25.2%

25.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

町全体 n=1,666

若松地区 n=303

上五島地区 n=350

新魚目地区 n=318

有川地区 n=357

奈良尾地区 n=338

日常生活圏域別
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（３）毎日の生活について 

①認知症リスク保有者 

次の設問において１つでもアミがついた回答に該当された場合を、認知症リスク保

有者として判定します。 

 

認知機能の低下がみられる高齢者の割合は、町全体で 46.4％となっています。これ

を性別にみると、「女性」で該当する高齢者の割合がやや高くなっています。性別に関

わらず「80～84 歳」まで年代が上がるにつれて該当する高齢者の割合が高くなる傾向

が認められ、「85 歳以上」で該当者の割合が低下する傾向が認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常生活圏域別＞ 

日常生活圏域別にみると、認知

機能の低下がみられる高齢者の割

合は「若松」の 51.8％が最も高

く、これに「新魚目」50.9％が続

いています。 

 

 

 

【認知症リスク保有者の評価・分析方法】

＊上記の質問に１つでもアミが付いた枠に該当する場合、認知症リスク保有者として判定されます。

設問内容 配点と回答

物忘れが多いと感じますか はい いいえ

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか はい いいえ

今日が何月何日かわからない時がありますか はい いいえ

46.4% 44.6%
47.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

町全体

n=1,666

男性

n=764

女性

n=902

町全体・性別

29.7%

45.9% 46.5%
52.3%

46.4%

43.1%

44.9%
45.7%

56.4%

49.2%

37.1%
45.3%

46.1%

54.5%

47.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

性・年代別比較

男性

女性

町市全体

46.4%

51.8%

45.7%

50.9%

43.7%

40.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

町全体 n=1,666

若松地区 n=303

上五島地区 n=350

新魚目地区 n=318

有川地区 n=357

奈良尾地区 n=338

日常生活圏域別
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②手段的自立度（IADL）低下者 

以下の質問で１つでも「できない」がある場合を、手段的自立度低下者として判定

します。 

手段的自立度低下者とは公共交通機関を使っての外出、食品・日用品の買い物、食

事の用意、金銭の管理など日常生活を送る上での重要な行動が低下している人たちの

ことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手段的自立度低下者の割合は町全体で 16.1％となっています。これを性別にみる

と、「男性」で該当する高齢者の割合 21.1％と極めて高くなっており、該当者の割合

は「女性」より 9.2 ポイント高くなっています。性別に関わらず年代が上がるにつれ

て該当者の割合が高くなる傾向が認められ、「女性」では「75～79 歳」から該当者の

割合が大幅に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手段的自立度（ＩＡＤＬ）低下者の評価・分析方法】

できるし、
している

できるけど
していない

できるし、
している

できるけど
していない

できるし、
している

できるけど
していない

できるし、
している

できるけど
していない

できるし、

している

できるけど

していない

＊上記の質問のいずれか１つでも「できない」がある場合、手段的自立度低下者として判定されます。

設問内容 配点と回答

バスや電車で一人で外出していますか（自家用車でも可） できない

日用品の買い物をしていますか できない

自分で食事の用意をしていますか できない

請求書の支払いをしていますか できない

預貯金の出し入れをしていますか できない

16.1%

21.1%

11.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

町全体

n=1,666

男性

n=764

女性

n=902

町全体・性別

13.1%
16.9%

20.2%

28.5%
32.1%

3.3% 4.0%

8.6%

23.8%

33.9%

7.7%

9.6%
14.2%

26.0%

33.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

性・年代別比較

男性

女性

町全体
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＜日常生活圏域別＞ 

日常生活圏域別にみると、手段

的自立度低下者の割合は「有川」

の 19.0％が最も高く、これに「上

五島」の 17.7％が続いています。 

 

 

 

 

16.1%

15.5%

17.7%

17.0%

19.0%

10.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

町全体 n=1,666

若松地区 n=303

上五島地区 n=350

新魚目地区 n=318

有川地区 n=357

奈良尾地区 n=338

日常生活圏域別
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③知的能動性低下者 

以下の質問で１つでもが「いいえ」がある場合を、知的能動性低下者として判定し

ます。 

知的能動性低下者とは書類作成、新聞や本等の閲読、健康についての記事や番組へ

の関心など、文章や情報に関する関心や興味が低下している人たちのことです。 

 

知的能動性低下者の割合は町全体で 31.4％となっています。これを性別にみると、

「男性」で該当する高齢者の割合が 35.5％と極めて高くなっており、該当者の割合は

「女性」より 7.6 ポイント高くなっています。「男性」は「85 歳以上」になると該当

者の割合がやや低下しますが、「女性」は年代が上がると該当者の割合が高くなる傾向

が認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【知的能動性低下者の評価・分析方法】

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

＊上記の質問に１つでも「いいえ」がある場合、知的能動性低下者として判定されます。

配点と回答設問内容

年金などの書類（役所や病院などに出す書類）が書けますか

新聞を読んでいますか

本や雑誌を読んでいますか

健康についての記事や番組に関心がありますか

31.4%
35.5%

27.9%

0.0%

20.0%

40.0%

町全体

n=1,666

男性

n=764

女性

n=902

町全体・性別

32.4%

27.9%

39.4%

39.9%
37.5%

20.4%

14.2%

26.7%

42.7%

50.8%

25.8%

20.2%

32.8%

41.4%

44.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

性・年代別比較

男性

女性

町全体
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＜日常生活圏域別＞ 

日常生活圏域別にみると、知的

能動性低下者の割合は「若松」の

38.9％が最も高く、これに「奈良

尾」の 31.4％が続いています。 

 

 

 

 

 

31.4%

38.9%

29.4%

29.9%

28.3%

31.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

町全体 n=1,666

若松地区 n=303

上五島地区 n=350

新魚目地区 n=318

有川地区 n=357

奈良尾地区 n=338

日常生活圏域別
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④社会的役割低下者 

以下の質問で１つでもが「いいえ」がある場合を、社会的役割低下者として判定し

ます。 

社会的役割低下者とは友人、家族、若い人、病人との交流など日常生活においての

対人交流に関する行動が低下している人たちのことです。 

 

社会的役割低下者の割合は町全体で 18.8％となっています。これを性別にみると、

「男性」で該当する高齢者の割合がやや高くなっており、その割合は「女性」より

4.2 ポイント高くなっています。性別に関わりなく「75～79 歳」から該当者の割合が

増加する傾向が認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会的役割低下者の評価・分析方法】

＊上記の質問に１つでも「いいえ」がある場合、社会的役割低下者として判定されます。

若い人に自分から話しかけることがありますか はい いいえ

家族や友人の相談にのっていますか はい いいえ

病人を見舞うことができますか はい いいえ

設問内容 配点と回答

友人の家を訪ねていますか はい いいえ

18.8%
21.1%

16.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

町全体

n=1,666

男性

n=764

女性

n=902

町全体・性別

20.0%

14.5%

23.7%

22.8%

28.6%

14.4%
11.6%

11.9%

25.1%

30.5%

16.9%

12.8%

17.6%

24.0%

29.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

性・年代別比較

男性

女性

町全体
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＜日常生活圏域別＞ 

日常生活圏域別にみると、

社会的役割低下者の割合は

「奈良尾」の 21.6％が最も

高く、これに「新魚目」の

21.4％が続いています。 

 

 

 

 

 

18.8%

16.5%

15.7%

21.4%

18.8%

21.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

町全体 n=1,666

若松地区 n=303

上五島地区 n=350

新魚目地区 n=318

有川地区 n=357

奈良尾地区 n=338

日常生活圏域別
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（４）たすけあいについて 

①地域住民有志によるグループ活動への参加意向 

「地域住民有志によるグループ活動への参加意向」について、町全体でみると、「参

加してもよい」が 40.8％で最も高く、これに「参加したくない」の 36.3％が続いてい

ます。「是非参加したい」と「参加してもよい」を合わせた『参加意向』を持っている

人は、47.0％となっています。 

性別にみると、「是非参加したい」と「参加してもよい」を合わせた『参加意向』は

「男性」の割合が高くなっていますが、「是非参加したい」の割合では「女性」の割合

がやや高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜性別・年代別＞ 

性別・年代別にみると、「女性」では年代が上がるにつれて「是非参加したい」と

「参加したい」を合わせた『参加意向』を持つ人の割合が低くなっていく傾向が認め

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2%

5.0%

7.3%

40.8%

44.8%

37.4%

36.3%

37.8%

35.0%

5.5%

3.5%

7.1%

11.2%

8.9%

13.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

町全体
n=1,666

男性
n=764

女性
n=902

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

6.2%

3.4%

8.1%

3.5%

5.7%

1.8%

8.8%

8.0%

8.6%

5.3%

3.4%

40.8%

49.7%

46.5%

46.5%

38.9%

41.1%

45.9%

44.4%

37.1%

29.5%

15.3%

36.3%

38.6%

35.5%

39.4%

38.3%

35.7%

35.9%

27.6%

31.9%

40.5%

50.8%

5.5%

2.1%

5.2%

2.5%

4.7%

1.8%

4.4%

9.8%

5.7%

6.6%

11.9%

11.2%

6.2%

4.7%

8.1%

12.4%

19.6%

5.0%

10.2%

16.7%

18.1%

18.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

町全体 n=1,666

65～69歳 n=145

70～74歳 n=172

75～79歳 n=198

80～84歳 n=193

85歳以上 n=56

65～69歳 n=181

70～74歳 n=225

75～79歳 n=210

80～84歳 n=227

85歳以上 n=59

男
性

女
性

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

男

性

女

性
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＜日常生活圏域別＞ 

日常生活圏域別にみると、「是非参加したい」と「参加してもよい」を合わせた『参

加意向』の割合が最も高いのは、「有川」の 47.9％で、これに「奈良尾」の 47.6％が

続いています。「是非参加したい」の割合が最も高いのは、「上五島」の 8.6％で、こ

れに「奈良尾」の 8.3％が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②心配事や愚痴を 

聞いてくれる人 

町全体でみると、「配偶

者」の 49.6％が最も高く、

これに「友人」40.9％、「別

居の子ども」35.5％、「兄弟

姉妹・親戚・親・孫」

35.2％が続いています。 

性別にみると、「男性」で

は「配偶者」の割合が

64.7％と最も高くなってい

ますが、「女性」では「友

人」が 47.8％で最も高くな

っています。このほか「女

性」では「兄弟姉妹・親

戚・親・孫」と「別居の子

ども」の割合も 40％台で高

くなっています。 

 

 

 

6.2%

5.6%

8.6%

2.8%

5.6%

8.3%

40.8%

41.3%

38.3%

42.8%

42.3%

39.3%

36.3%

34.0%

39.1%

35.5%

35.9%

36.7%

5.5%

5.6%

4.3%

7.5%

5.0%

5.0%

11.2%

13.5%

9.7%

11.3%

11.2%

10.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

町全体 n=1,666

若松地区 n=303

上五島地区 n=350

新魚目地区 n=318

有川地区 n=357

奈良尾地区 n=338

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

49.6%

12.8%

35.5%

35.2%

13.1%

40.9%

0.7%

4.1%

4.0%

64.7%

9.7%

28.3%

27.0%

9.3%

32.9%

.8%

5.5%

3.9%

36.9%

15.4%

41.7%

42.1%

16.4%

47.8%

.6%

2.9%

4.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・

親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

無回答

町全体・性別

町全体

n=1,666

男性

n=764

女性

n=902
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③病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人 

町全体でみると、「配偶者」の 56.4％が最も高く、これに「別居の子ども」の

30.7％、「兄弟姉妹・親戚・親・孫」の 24.1％が続いています。 

性別にかかわらず「配偶者」の割合が高くなっていますが、「女性」では「別居の子

ども」と「同居の子ども」、「兄弟姉妹・親戚・親・孫」、「近隣」、「友人」の割合が

「男性」のそれを上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56.4%

16.9%

30.7%

24.1%

4.4%

7.9%

0.9%

6.8%

4.0%

72.6%

13.5%

25.4%

19.8%

2.7%

5.8%

0.9%

6.4%

2.5%

42.7%

19.8%

35.3%

27.8%

5.8%

9.8%

0.9%

7.1%

5.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・

親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

無回答

町全体・性別

町全体

n=1,666

男性

n=764

女性

n=902
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④有償ボランティアの会等への登録意向 

町全体でみると、「登録しない」の 45.8％が最も高く、これに「内容により登録す

る」の 35.7％、「登録する」の 4.5％が続いています。「登録する」と「内容により登

録する」を合わせた登録意向を持っている人は、40.2％となっています。 

性別にみると、「登録する」と「内容により登録する」の割合はいずれも「男性」が

「女性」よりも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜性別・年代別＞ 

性別にかかわらず年代が若いほど登録意向を持っている人の割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5%

5.1%

4.0%

35.7%

38.6%

33.3%

45.8%

45.9%

45.7%

14.0%

10.3%

17.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

町全体
n=1,666

男性
n=764

女性
n=902

登録する 内容により登録する 登録しない 無回答

4.5%

3.4%

8.1%

6.1%

3.6%

1.8%

5.0%

5.3%

2.4%

3.1%

5.1%

35.7%

49.7%

43.0%

38.9%

30.1%

25.0%

47.0%

39.6%

28.1%

25.6%

15.3%

45.8%

43.4%

39.5%

45.5%

54.4%

44.6%

38.1%

43.6%

45.2%

50.2%

61.0%

14.0%

3.4%

9.3%

9.6%

11.9%

28.6%

9.9%

11.6%

24.3%

21.1%

18.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

町全体 n=1,666

65～69歳 n=145

70～74歳 n=172

75～79歳 n=198

80～84歳 n=193

85歳以上 n=56

65～69歳 n=181

70～74歳 n=225

75～79歳 n=210

80～84歳 n=227

85歳以上 n=59

男
性

女
性

登録する 内容により登録する 登録しない 無回答

男

性

女

性
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（５）健康について 

①うつ傾向の高齢者 

以下の質問で１つでもが「はい」がある場合を、うつ傾向にある高齢者として判定

します。 

 

 

 

 

 

 

 

うつ傾向の高齢者の割合は町全体で 36.4％となっています。性別にみると「女性」

の割合が高くなっています。年代別にみると、「男性」では「80～84 歳」が 40.9％で

最も高くなっていますが、女性では「75～79 歳」が 41.4％で最も高くなっていま

す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【うつ傾向にある高齢者の評価・分析方法】

＊上記の質問のいずれか１つでも該当する場合、うつ傾向にある高齢者として判定されます。

設問内容 配点と回答

この1か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちに
なったりすることがありましたか

はい いいえ

この1か月間、どうしても物事に対して興味がわかな

い、あるいは心から楽しめない感じがありましたか
はい いいえ

36.4%
34.2%

38.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

町全体

n=1,666

男性

n=764

女性

n=902

町全体・性別

35.2%

30.8%
33.3%

40.9%

21.4%

39.8%

35.6%

41.4%

37.9%

35.6%37.7%

33.5%
37.5%

39.3%

28.7%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

性・年代別比較

男性

女性

町全体
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＜日常生活圏域別＞ 

日常生活圏域別にみる

と、うつ傾向の高齢者の

割合が町の平均を上回っ

ているのは「奈良尾」、

「上五島」となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

36.4%

35.3%

36.9%

34.9%

36.1%

38.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

町全体 n=1,666

若松地区 n=303

上五島地区 n=350

新魚目地区 n=318

有川地区 n=357

奈良尾地区 n=338

日常生活圏域別
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②現在、治療中または後遺症のある病気 

町全体でみると、「高血圧」の 47.6％が最も高く、これに「目の病気」の 22.3％が

続いています。以下、割合の高い方から、「筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症

等）」（17.6％）、「心臓病」（12.2％）、「糖尿病」（11.8％）となっています。 

「男性」が「女性」より高くなっているのは、「高血圧」、「脳卒中（脳出血・脳梗塞

等）」、「心臓病」、「糖尿病」、「腎臓・前立腺の病気」などとなっています。一方、「女

性」が「男性」より高くなっているのは、「高脂血症」、「筋骨格の病気」、「目の病気」

などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2%

47.6%

4.1%

12.2%

11.8%

10.3%

4.7%

8.2%

9.5%

17.6%

3.3%

3.7%

1.3%

1.1%

0.5%

0.4%

22.3%

7.8%

5.7%

7.9%

9.3%

50.8%

6.3%

15.3%

13.9%

7.9%

5.8%

9.0%

17.8%

5.9%

2.9%

4.6%

1.0%

0.4%

0.7%

0.5%

18.6%

8.4%

6.2%

6.8%

9.1%

44.9%

2.3%

9.5%

10.1%

12.4%

3.8%

7.4%

2.5%

27.5%

3.7%

2.9%

1.4%

1.7%

0.3%

0.3%

25.4%

7.3%

5.3%

8.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

ない

高血圧

脳卒中（脳出血･脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

高脂血症（脂質異常）

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

外傷（転倒・骨折等）

がん（悪性新生物）

血液・免疫の病気

うつ病

認知症(アルツハイマー病等)

パーキンソン病

目の病気

耳の病気

その他

無回答

町全体・性別

町全体

n=1,666

男性

n=764

女性

n=902


